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第１節 計画策定の背景と目的

【計画策定の背景・目的】

団塊の世代が全員 75歳以上となる令和７（2025）年を控え、本市におきましても、平成 29年

10 月時点において高齢化率が 30％を超え、令和７（2025）年度には 35.0％に達すると見込まれ

ています。また、核家族化・少子高齢化が進むとともに、一人暮らしまたは夫婦のみの世帯が多

くなっています。

第７期から第８期計画においては、地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等とな

ることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止など新たな方向づけを行い、「地域包

括ケア」の充実・強化を図りました。

第９期計画期間中には、いわゆる団塊世代がすべて 75歳以上となる 2025 年（令和７年）を迎

えることとなり、高齢者人口がピークを迎える 2040 年（令和 22年）を見通すと、85歳以上人口

が急増し、医療・介護双方を必要とする高齢者など様々なニーズのある要介護高齢者が増加する

一方、生産年齢人口が急減することが見込まれています。中長期的なサービス需要や生産年齢人

口の動向を踏まえたうえで、国の方針に基づき、施設サービス、居住系サービス、地域密着型サ

ービスをバランス良く組み合わせて整備し、さらに医療・介護を効率的かつ効果的に提供できる

体制づくりを目指します。

様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現に向け、本市では、高齢者に関する保健・

医療・介護・福祉などの連携を一層推進することを目指し、介護保険法第 116 条の基本指針で示

される法に基づく各種計画との整合・調和を図り、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を一

体的に策定します。

第２節 計画の位置づけと期間

【計画の位置づけ】

高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第20条の８に基づく老人居宅生活支援事業及び老人福

祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画（老人福祉計画）として策定します。

介護保険事業計画は、介護保険法第117条に基づく本市の介護保険事業に係る保険給付の

円滑な実施に関する計画として策定します。

◆計画の位置づけ

【計画の期間】

第９期介護保険事業計画は、「令和６年度～令和８年度」の３年間とし、高齢者保健福祉計画に

ついては、令和 22 年度を見据え、より長期的な視点で施策展開が必要と考えることから、計画

期間を「令和６年度～令和 11年度」の６年間といたします。

第７期

計画

H30-R2

高齢者保健福祉計画
R6-R11

R7年度・R22年度を見据えた取り組み

第4期

計画

H21-23

第5期

計画

H24-26

第６期

計画

H27-29

第８期

計画

R3-R5

第１章 計画策定の趣旨

第９期

計画

R6-R8

R7年度
(団塊世代が

75歳以上に)

R22年度（高齢者人口

が生産年齢人口を上

回る）
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第１節 高齢者の現状と将来推計

【人口の推移と将来推計】

本市の人口は平成 17(2005)年の３市村合併時をピークに、その後は減少傾向に転じていま

す。

また、少子高齢化の傾向も顕著であり、生産年齢人口（15歳～64 歳）の減少が進み、令和

27（2045）年には高齢者人口（65歳以上）と僅差となっており、その後は高齢者人口が生産

年齢人口を上回ると考えられます。

（出典） 厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムより。実績値：2000 年から 2020年まで、総務省「国勢調査人口等基本集計」。
推計値：2025年以降、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 5（2023）年推計）」。各基準日 10月１日。

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

人口 （人) 60,104 59,449 57,436 56,869 55,417 52,994 50,375 47,589 44,865

15歳未満 （人) 8,284 8,063 7,415 6,821 6,310 5,515 4,838 4,612 4,447

15歳〜40歳未満 （人) 17,642 15,984 13,207 11,917 11,112 10,479 9,933 9,214 8,483

40歳〜65歳未満 （人) 22,583 21,640 19,525 18,728 18,587 17,904 16,716 14,513 12,788

65歳〜75歳未満 （人) 6,205 7,362 9,756 10,444 7,921 6,366 6,530 7,620 7,993

75歳以上 （人) 5,386 6,399 7,473 8,958 11,487 12,730 12,358 11,630 11,154

⽣産年齢⼈⼝ （人) 40,225 37,624 32,732 30,645 29,699 28,383 26,649 23,727 21,271

高齢者人口 （人) 11,591 13,761 17,229 19,402 19,408 19,096 18,888 19,250 19,147

⽣産年齢⼈⼝割合 （%） 66.9 63.3 57.0 53.9 54.0 54.0 53.0 50.0 47.0

（%） 19.3 23.1 30.0 34.1 35.0 36.0 37.5 40.5 42.7

（%） 21.4 24.7 29.0 31.8 34.0 35.0 37.0 40.0 41.0

（%） 20.1 22.8 26.3 28.0 29.6 30.8 32.3 34.8 36.3

⾼齢化率

⾼齢化率（北海道）

⾼齢化率（全国）

第２章 高齢者の現状と将来推計
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【前期・後期高齢者数、高齢化率の将来推計】

平成27 (2015) 年では、前期高齢者（65～74歳）が9,756人、後期高齢者（75歳以上）が7,

473人となっていますが、令和７(2025) 年では、前期高齢者が7,921人、後期高齢者が11,48

7人と後期高齢者が前期高齢者を大きく上回る推計となっています。

また、高齢化率も年々増加し平成27(2015)年では30.0％ですが、令和７(2025)年では35.

0％、令和22(2040)年では40.5％と推計されます。

（出典） 実績値： 2020年まで、総務省「国勢調査人口等基本集計」。推計値：2025年以降、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地

域別将来推計人口（令和 5（ 2023 ）」。 各基準日 10月 1日。

【高齢者世帯の推移】

平成12(2000)年では、高齢者のみ（夫婦または単身）世帯の割合が13.8％でしたが、令和

２(2020)年では29.6％となっています。

高齢化率が令和７(2025)年では35.0％、令和22(2040)年では40.5％と推計される中、この

ような世帯の割合がさらに増加することが推測されます。

H27 Ｒ2 Ｒ7 Ｒ12 Ｒ17 Ｒ22 Ｒ27

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

総人口（人） 57,436 56,869 55,417 52,994 50,375 47,589 44,865

（再掲）高齢者数 17,229 19,403 19,408 19,096 18,888 19,250 19,147

（再掲）前期高齢者数 9,756 10,445 7,921 6,366 6,530 7,620 7,993

（再掲）後期高齢者数 7,473 8,958 11,487 12,730 12,358 11,630 11,154

高齢化率（％） 30.0 34.1 35.0 36.0 37.5 40.5 42.7
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（出典） 総務省「国勢調査人口等基本集計」（平成12年は厚田村、浜益村を含む。）。基準日10月 1日。

【日常生活圏域別の人口推移と高齢化率】

人口推移を日常生活圏域（市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理

的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施

設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域。本市では、石狩、厚田、浜益

の３圏域を、３市村合併前の旧行政区域にそれぞれ設定としている。）で見ると、人口の総数

においては総じて減少傾向にありますが、石狩圏域では、高齢者の実数、高齢化率ともに増

加しており、厚田、浜益圏域では、高齢者の実数は減少しているが高齢化率は増加している

状況になってきています。

（出典） 石狩市 人口構造統計（住民基本台帳法の規定に係る資料。）より。基準日10月 1日。

Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ27 R２

2000 2005 2010 2015 2020

総世帯数（世帯） 20,457 21,869 22,533 22,562 23,038

（再掲）高齢者単身世帯 1,182 1,490 1,874 2,498 3,010

（再掲）高齢者夫婦のみ世帯 1,632 2,001 2,536 3,322 3,811

高齢者単身世帯の割合（％） 5.8 6.8 8.3 11.1 13.1

高齢者夫婦世帯の割合（％） 8.0 9.1 11.3 14.7 16.5

高齢者のみ（夫婦または単身）世

帯の割合（％）
13.8 16.0 19.6 25.8 29.6

H17 H27 R1 R２ R３ R４

2005 2015 2019 2020 2021 2022

石狩市 総人口（人） 61,358 59,141 58,275 58,301 58,140 57,984

（再掲）前期高齢者数 6,223 9,874 10,570 10,593 10,391 9,930

（再掲）後期高齢者数 5,236 7,545 8,765 9,064 9,327 9,753

高齢化率（％） 18.7 29.5 33.2 33.7 33.9 33.9

石狩圏域 人口（人） 56,475 55,633 55,206 55,352 55,277 55,230

（再掲）前期高齢者数 5,461 9,174 9,893 9,942 9,753 9,332

（再掲）後期高齢者数 4,291 6,620 7,892 8,194 8,467 8,910

高齢化率（％） 17.3 28.4 32.2 32.8 33.0 33.0

厚田圏域 人口（人） 2,779 2,036 1,797 1,728 1,689 1,640

（再掲）前期高齢者数 366 403 401 385 385 363

（再掲）後期高齢者数 448 446 430 435 433 431

高齢化率（％） 29.3 41.7 46.2 47.5 48.4 48.4

浜益圏域 人口（人） 2,104 1,472 1,272 1,221 1,174 1,114

（再掲）前期高齢者数 396 297 276 266 253 235

（再掲）後期高齢者数 497 479 443 435 427 412

高齢化率（％） 42.4 52.7 56.5 57.4 57.9 58.1
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【認定者数（第１号被保険者のみ）の推移】

被保険者は徐々に減少していきますが、高齢者の年齢が上がっていくことから認定者数、

認定率の増加が推測されます。

（出典） 厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムより。実績値：2010 年から 2022年まで、厚生労働省「年報/月報」、基準日：各
年度３月末現在。推計値：2025年以降、第９期策定時における将来推計総括表シート 1_推計値サマリ、基準日：各年度９月末現在。

H22 H27 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ7 Ｒ22

2010 2015 2020 2021 2022 2025 2040

第１号被保険者数 13,958 17,794 19,679 19,721 19,616 19,573 19,353

認定者数 2,253 2,904 3,281 3,335 3,399 3,674 4,798

（参考 第２号被保険者含む） (2,330) (2,973) (3,343) (3,397) (3,456) (3,733) (4,838)

認定率（％） 16.1 16.3 16.7 16.9 17.3 18.8 24.8

（再掲）要支援１ 185 505 629 646 685 770 877

（再掲）要支援２ 302 347 399 392 409 429 543

（再掲）要介護１ 565 753 821 833 831 915 1150

（再掲）要介護２ 384 429 453 455 485 546 727

（再掲）要介護３ 276 294 347 364 361 358 566

（再掲）要介護４ 285 310 380 382 372 378 551

（再掲）要介護５ 256 266 252 263 256 278 384
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【認定者数（第２号被保険者を含む）における認知症の割合】

認定者数（要支援１～要介護５。第２号被保険者を含む）の内、日常生活自立度がⅡa※以

上の認知症と判定された割合を示したものです。認知症の発現率は概ね一定の割合ではあり

ますが、後期高齢者の増加と認定者の増加により、認知症の総数は増えて行くものと推測さ

れます。

（出典） 石狩市介護保険システムより（厚生労働省「年報/月報」（各年度３月末現在）とは遡及データ反映により異なる。）基準日：各年
度３月末現在。

※ 日常生活自立度…認知症高齢者等の日常生活における自立度指標で、「自立、Ⅰ・Ⅱa・

Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M」の８段階で表される。Ⅰに近いほうが軽い。Ⅱaは、「家庭外で、

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ（たびたび道に迷うとか、買

物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等）が多少見られても、誰か

が注意していれば自立できる状態」と判定されるもの。判定は、介護認定調査時に行う。

なお、このランクは介護の必要度を示すものであり、認知症の程度の医学的判定とは必ず

しも一致するものではない。
（出典） 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について（平成５年 10月 26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通
知 ）

Ｈ29 （第６期末） R2 （第７期末） R3 R4（暫定値）

2017 2020 2021 2022

認定者 総数 内Ⅱa以上 率(%) 総数 内Ⅱa以上 率(%) 総数 内Ⅱa以上 率(%) 総数 内Ⅱa以上 率(%)

市全体 2,993 1,811 60.5 3,343 1,733 51.8 3,397 1,971 58.0 3,456 2,144 62.0

（再掲）第２号被保険者 60 19 31.7 66 19 28.8 70 15 21.4 81 33 40.7

（再掲）前期高齢者 371 158 42.6 410 130 31.7 401 136 33.9 383 140 36.6

（再掲）後期高齢者 2,562 1,634 63.8 2,867 1,584 55.2 2,926 1,820 62.2 2,988 1,971 66.0

石狩圏域 2,718 1,619 59.6 3,041 1,536 50.5 3,104 1,774 57.2 3,188 1,958 61.4

（再掲）第２号被保険者 56 17 30.4 49 15 30.6 68 15 22.1 54 33 61.1

（再掲）前期高齢者 344 141 41.0 378 105 27.8 360 119 33.1 350 118 33.7

（再掲）後期高齢者 2,318 1,461 63.0 2,614 1,416 54.2 2,676 1,640 61.3 2,784 1,807 64.9

厚田圏域 148 115 77.7 148 113 76.4 146 111 76.0 147 109 74.1

（再掲）第２号被保険者 3 2 66.7 17 4 23.5 1 0 0.0 26 0 0.0

（再掲）前期高齢者 18 14 77.8 21 15 71.4 26 16 61.5 21 15 71.4

（再掲）後期高齢者 127 99 78.0 110 94 85.5 119 95 79.8 100 94 94.0

浜益圏域 127 77 60.6 154 84 54.5 147 86 58.5 117 77 65.8

（再掲）第２号被保険者 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0

（再掲）前期高齢者 9 3 33.3 11 10 90.9 15 1 6.7 12 7 58.3

（再掲）後期高齢者 117 74 63.2 143 74 51.7 131 85 64.9 104 70 67.3
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第２節 調査等からみる高齢者の現状

本計画の策定（及び中間見直し）の基礎調査として、在宅介護実態調査、介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査及び事業所アンケートを実施しました。

この調査等の実施内容及び概要は以下のとおりです。

詳細は、石狩市ホームページ「第９期石狩市介護保険事業計画の策定等に係る調査等につい

て」https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/koureisyas/85780.html を参照願います。

Ⅰ.在宅介護実態調査（概要・抜粋）

在宅で、既に要介護（支援）認定を受けている方を対象に、在宅介護に関する実態把握と高

齢者の心身の状況や施策ニーズを把握するための調査を行いました。クロス集計版では、認定

の情報を合わせて集計しています。

調査期間は令和４年 11 月１ 日から令和５年３月 17 日まで。調査件数は 227 件でした。

(1)世帯類型（単純集計版 P1）

図表1-1 世帯類型（単数回答）

(2)家族等による介護の頻度（単純集計版 P1）

図表1-2 家族等による介護の頻度（単数回答）

18.5% 26.6% 54.5% 0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=222)

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 無回答

14.0% 11.3% 15.4% 5.4% 53.4% 0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=221)

ない 週1日以下 週1～2日 週3～4日 ほぼ毎日 無回答
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(6)主な介護者が行っている介護（単純集計版 P3）

図表1-6 ★主な介護者が行っている介護（複数回答）

(7)介護のための離職の有無（単純集計版 P4）

図表1-7 介護のための離職の有無（複数回答）

20.8%

17.7%

9.9%

26.0%

26.0%

31.3%

22.9%

71.4%

43.8%

26.0%

5.7%

63.0%

85.4%

69.8%

5.7%

0.0%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ…

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

合計(n=192)

5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

87.3%

4.4%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を
辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族
はいない

わからない

無回答

合計(n=181)
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(15) 地域包括支援センターの認知度（単純集計版 P9）

図表1-15 ★(市)ご本人（認定調査対象者）は、高齢者の相談窓口である地域包括支援センターを

知っていますか（単数回答）

(16) 在宅医療の認知度（単純集計版 P9）

図表1-16 ★(市)ご本人（認定調査対象者）は、在宅医療について知っていますか（単数回答）

(17) 長期療養で希望する場所（単純集計版 P10）

図表1-17 ★(市)ご本人（認定調査対象者）は、長期療養が必要になったとき、どこで療養したい

ですか（単数回答）

43.6% 53.3%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．知っている ２．知らない ３．無回答等

合計(n=227)

42.7% 51.6%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．知っている ２．知らない ３．無回答等

合計(n=227)

29.5% 7.9% 14.1% 15.9% 1.3%

29.5% 1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．自宅 ２．サービス付高齢者向け住宅など

３．介護施設（特別養護老人ホームなど） ４．病院

５．その他（ ） ６．わからない

７．無回答等

合計(n=227)
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(19) 最期を迎えたい場所（単純集計版 P11）

図表1-19 ★(市)ご本人（認定調査対象者）は、どこで最期を迎えたいとお考えですか（単数回

答）

※ ５．その他の回答：老健。施設等申込中。

(4)主な介護者の就労継続の可否に係る意識（単純集計版 P14）

図表2-4 主な介護者の就労継続の可否に係る意識（単数回答）

38.8% 4.4%
4.8%

13.2%
0.9%
3.1%

26.9% 7.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．自宅 ２．サービス付高齢者向け住宅など

３．介護施設（特別養護老人ホームなど） ４．病院

５．その他（ ） ６．考えたくない

７．わからない ８．無回答等

合計(n=227)

21.0% 30.9% 3.7%2.5% 29.6% 12.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=81)

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける
続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい
わからない 無回答
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(5)今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護（単純集計版 P15）

図表2-5 今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護（複数回答）

（クロス集計版 P76）

図表5-6 要介護度別・★訪問診療の利用割合<**>

11.0%

18.8%

3.7%

15.2%

4.7%

3.1%

7.3%

23.0%

9.9%

25.1%

4.7%

11.5%

11.0%

12.6%

7.3%

8.4%

16.8%

4.2%

0% 20% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ…

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計(n=191)

3.2%

10.5%

16.4%

15.2%

29.2%

33.3%

55.6%

96.8%

89.5%

83.6%

84.8%

70.8%

66.7%

44.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１(n=31)

要支援２(n=19)

要介護１(n=55)

要介護２(n=33)

要介護３(n=24)

要介護４(n=12)

要介護５(n=9)

利用している 利用していない
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【考察概要 単純集計版】

・ 家族形態は「一人暮らし」と「夫婦のみ世帯」合わせて50％弱。また、多くの方が、家族から毎

日何らかの介護を受けながら生活していること。（単純集計版 P1～図表1-1,2）

・ 地域包括支援センターは６割近くの方が知らないこと。（単純集計版 P9～図表1-15）

・ 在宅医療について、半数の方が知らないこと。（単純集計版 P9～図表1-16）

・ 長期療養が必要となった場合、自宅での長期療養を望む方が３割、サービス付き高齢者向け住

宅高住などと合わせて４割弱であり、病院（約２割）や介護施設（約１割）より、高い傾向にあ

ること。（単純集計版 P10～図表1-17）

・ 最期を迎えたい場所については、考えたくない、わからないという回答が３割ある一方、自宅

は約40％と、病院の約15％を上回っていること。（単純集計版 P11～図表1-19）

【考察概要 クロス集計版】

・ 在宅での生活に介護職や看護職等の目が入る機会が増えることで、介護者の負担や不安感の軽

減、生活環境の改善に繋がっていると推察できることから、要介護者本人や家族介護者のニー

ズや世帯状況に応じて柔軟に対応できる小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問

介護看護などの訪問系サービスを充実させていくことが重要だと考えられること。

・ 多頻度の訪問系サービスの利用を軸としながら、介護者の負担を軽減するレスパイト機能をも

つ通所系・短期系サービスを組み合わせて利用していくことや、在宅での生活に、介護職・看

護職等の目が多く入ることが、在宅限界点の向上に寄与すると考えられ、このような多頻度の

訪問系サービスの提供を実現するためには、20分未満の訪問介護や、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の整備を進めていくことが効果的であると考えられること。

・ 在宅限界点の向上を図るため、各種のサービスの充実が困難な地域においては、各事業所間の

連携を強化していくことで、一体的なサービス提供の実現を図っていくことも１つの方法とし

て考えられます。

・ 「要介護者の在宅生活の継続」に向けて重要となる、「認知症に係る介護者不安の軽減」や

「在宅での排泄の介護負担の軽減」などについて、多職種で問題解決の方法を検討するなど、

地域の事業者が共有しながら進めていくことが重要であると考えられること。

・ 介護者の就労状況により、家族介護者が関わる介護や不安に感じる介護が異なることから介護

者の多様な就労状況に合わせた柔軟な対応が可能となる訪問系サービスや通所系サービスの組

み合わせ、小規模多機能型居宅介護などの包括的サービスを活用することが、仕事と介護の両

立を継続させるポイントになると考えられること。

・ 就労継続が困難となっている介護者においては、適切なサービスを利用するための情報を充実

させるため、必要となるサービスの把握と、介護保険サービスだけではなく、保険外の支援・

サービスも含めて、生活を支える視点で取組むことが重要と考えられること。

・ 要介護度別の「訪問診療の利用の有無」から、要介護度の重度化に伴い、訪問診療の利用割合

が増加する傾向がみられ、訪問診療を利用しているケースでは、訪問介護や訪問看護を組み合

わせて利用しているケースが大半であり、医療ニーズのある要介護者の増加に伴い、訪問系サ

ービスの重要性はより高くなるものと考えられること。

・ 今後は、「介護と医療の両方のニーズを持つ在宅療養者」の大幅な増加が見込まれることか

ら、このようなニーズに対して、如何に適切なサービス提供体制を確保していくかが重要とな

ること。
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Ⅱ.介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（概要・抜粋）

要介護認定者（要介護１～５）の者を除く高齢者（認定を受けていない高齢者及び要支援１・

２の認定を受けている方）を対象に地域において高齢者の抱える様々なリスクや社会参加の状

況を把握するための調査を行いました。

調査期間は令和５年１月 16 日から令和５年２月６日まで。調査件数は無作為抽出で 1,500

件発送し、回収 891 件（回収率 59.4％）でした。

問１（４）家族構成をお教えください★（P3）

全体 石狩 厚田 浜益

１ 一人暮らし 187 179 7 7

２ 夫婦２人暮らし（配偶者６５歳以上） 420 388 17 15

３ 夫婦２人暮らし（配偶者６４歳以下） 20 19 1 0

４ 息子・娘との２世帯 135 128 5 2

５ その他 120 114 4 2

不明・無回答 9 7 2 0

計 891 829 36 26

１ 一人暮らし21.0％

２ 夫婦２人暮らし

（配偶者６５歳以上）

47.1％

３ 夫婦二人暮らし

（配偶者６４歳以下）

2.2％

４ 息子・娘との２世帯

15.2％

５ その他

13.5％

不明・無回答 1.0％

全体
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問１（５）②主にどなたの介護、介助を受けていますか（いくつでも）★（P6）

【（５）において「３．現在、何らかの介護を受けている」の方のみ】

全体 石狩 厚田 浜益

１ 配偶者（夫・妻） 47 39 5 3

２ 息子 30 29 1 0

３ 娘 31 30 1 0

４ 子の配偶者 10 9 1 0

５ 孫 4 4 0 0

６ 兄弟・姉妹 2 2 0 0

７ 介護サービスのヘルパー 28 26 2 0

８ その他 18 17 1 0

計 170 156 11 3

1配偶者（夫・妻）27.7％

2息子17.7％

3娘18.2％4子の配偶者5.9％

5孫2.3％

6兄弟・姉妹1.1％

7介護サービスの

ヘルパー16.5％

8その他10.6％

全体
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問２（６）週に1回以上は外出していますか（P11）

問４（５）自分で食品・日用品の買物をしていますか（P23）

全体 石狩 厚田 浜益

１ ほとんど外出しない 80 68 6 6

２ 週１回 180 157 15 8

３ 週２～４回 412 394 12 6

４ 週５回以上 204 198 3 3

無回答 15 12 0 3

計 891 829 36 26

1 ほとんど外出しない

9.0％

2 週１回

20.2％

3 週２〜４回

46.3％

4 週５回以上

22.9％

無回答1.6％

全体 石狩 厚田 浜益

１ できるし、している 755 702 29 24

２ できるけどしていない 84 77 5 2

３ できない 42 40 2 0

無回答 10 10 0 0

計 891 829 36 26

全体

全体
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問６（５）家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手を教えてください

（いくつでも）★（P52）

問８（２）認知症に関する相談窓口を知っていますか（P61）

全体 石狩 厚田 浜益

１ 自治会・町内会・高齢者クラブ 80 69 4 7

２ 社会福祉協議会・民生委員 83 75 6 2

３ ケアマネジャー 72 71 1 0

４ 医師・歯科医師・看護師 241 224 13 4

５ 地域包括支援センター・役所・役場 171 153 7 11

６ その他 55 51 1 3

７ そのような人はいない 336 320 12 4

計 1038 963 44 31

全体 石狩 厚田 浜益

１ はい 278 261 6 11

２ いいえ 583 540 28 15

無回答 30 28 2 0

計 891 829 36 26

全体

全体
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問９ 地域包括支援センターについて★市

地域包括支援センターは総合的な相談や支援の窓口です。ご存じですか（P62）

全体 石狩 厚田 浜益

１ 知っている 469 438 14 17

２ 知らない 391 363 20 8

無回答 31 28 2 1

計 891 829 36 26

全体
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【考察概要】

前回調査時の石狩市の高齢化率は33.18％（令和元年10月１日現在）、今回は33.95％（令和４年1

0月１日現在）で大きな変化はありません。回答者の年齢構成も前回とほぼ同様です。世帯の状況で

は独居世帯が減少、夫婦のみ世帯が増加し、独居と高齢夫婦のみの世帯を合わせると68％を占めま

した。普段の生活で介護・介助が必要な方の主たる介護者は、家族に頼る傾向がみられ、前回調査

と比べ、ヘルパーの利用は減少しました。新型コロナウイルス感染症の影響により介護サービス利

用を休止せざるを得ない状況だったとも考えられます。

からだを動かすことについての質問項目では、前回調査と比べ、概ね良い方向に変化した結果と

なりました。しかし、外出の機会については控えている方が多く、新型コロナウイルス感染症の影

響で実際にはからだを動かす機会は少なかったと予想されます。高齢者の身体能力の維持には、運

動の他、外出を含め社会との繋がりを保つことが重要と言われています。高齢者が外出するための

機会の確保のため、介護予防事業や集いの場の情報提供に努めます。

食べることについての質問項目では、約１／４の方に口腔機能の低下が疑われる結果となりまし

た。口腔機能は全身の疾病に影響を与えると言われていることから、介護予防事業の「健口教室」

を実施しています。また、石狩市健康づくり計画においても取組が推進されています。

毎日の生活についての質問項目では、多くの方がご自身で外出や買物を行っている結果となりま

した。また、自身での買物について、「できるがしていない」「できない」と答えた方の割合は前回

調査と比べ減少しました。また、「できるがしていない」「できない」理由としては、「身体的理由」

と答えた割合が上昇しています。この方々の普段の買物については家族に依頼する割合が多く、そ

の他宅配や移動販売等何らかの方法で食品や日用品を調達していることが伺えます。高齢者が自ら

買物をするには交通手段の確保が必要となるため、令和４年度に実証運行し、令和５年度も引き続

き実施されるAIオンデマンド交通の検証を注視していきます。

地域グループ等への参加状況をみると、それぞれの項目では「参加していない」と答えた方が多

いですが、約６割の方（無回答者を除く）は８項目のいずれか一つ以上に参加していることが分か

りました。前回調査と比べ減少していますが、新型コロナウイルス感染症の影響があると考えられ

ます。地域住民による健康づくり等の活動に参加者もしくはお世話役として参加したいと答えてい

る方は前回調査と比べ増加し、身近な地域での活動が社会との繋がりを保つために重要な役割を担

っているといえます。

何かあった時に相談する相手について、家族・知人以外では「そのような人はいない」と答えた

方が多く、認知症の相談窓口を知っている方は約３割、地域包括支援センターを知っている方は約

半数で前回調査と変わらない結果でした。今回の調査対象者の約７割が独居、または夫婦のみ世帯

であり、今後についても増えることはあっても減ることはないと予想されます。家族や知人の支援

が受けられない場合、疾病や介護など様々な課題を抱えながら、地域で孤立することも想定されま

す。高齢者の総合相談窓口としての地域包括支援センターの役割は今後ますます大きくなることか

ら、より一層の周知に努めるとともに、地域包括支援センターを中心とした地域ネットワークの深

化を図っていきます。
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（注釈）介護スタッフ（1 介護福祉士、2 実務者研修修了者、3 介護職員初任者研修者、4 上
記1～3以外の介護スタッフ）、看護分野スタッフ（5 看護師、准看護師、保健師等）、リハビリ
分野スタッフ（6 理学療法士、作業療法士、7 言語聴覚士）、その他の専門職等（8 社会福祉
士、9 歯科衛生士、10 栄養士・管理栄養士等、11 介護支援専門員とし、グラフ左を現実雇用、
右を理想の雇用人数（人）としている。

Ⅲ.事業所アンケート（概要・抜粋）

市内の介護事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などを対象に、各事業所

が行っているサービスや職員等の事業状況、サービスの需給バランスや必要なサービスに対す

る感覚など、事業者の率直な感覚を推し量る目的で意識調査に近いアンケート形式で行いまし

た。

調査期間は令和５年１月 13日から令和５年２月３日まで。調査件数は 110 事業所（62法

人）に発送し、回収 83件（回収率 75.5％）でした。

１ 現在の実雇用と理想の雇用人数の比較（P2）

４ 生活援助に係る助手、補助者の活用について（P4）

【設問】 有資格者ではないが一定程度生活援助サービス等ができる人（石狩市の「家事サポート

従事者研修」を受けた人等）の活用について、どのように思いますか。

（注釈）１ 活用できる ２ 検討の余地はある ３ 活用できない
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このグラフは、アンケートで、理想の雇用人数が空欄の

場合、現在の実雇用人数と仮定しています。
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６ 外国人材の活用について（P6）

【設問】 外国人（在留カードを持っている人）の雇用（技能実習生含む）について、どのような

状況（またはお考え）ですか。

（注釈）１ 既に雇用している ２ 検討している ３ わからない ４ 外国人の雇用はしない

７ 外国人材雇用の人数、制度について

【設問】 質問６で１または２と回答した場合、活用制度（または活用検討している制度）におけ

る雇用（または雇用検討）の人数（想定人数）を記載してください。
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９ 介護人材不足への打開策について（P8）

【設問】 介護人材不足への打開策について、有効と思われるものを上位3つまで番号を〇で選んで

ください。

15 利用者ニーズの変化等について（P14）

【設問】 石狩市内で、現在市民ニーズの高い介護サービス等は何だと思いますか。 上位6つ以内

まで番号を〇で選んでください。
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（注釈）1 介護報酬（賃金）アップ
2 業務量、事務負担の軽減
3 定年まで安心して働けるなど、長期雇用の確保
4 休暇の活用促進や福利厚生の充実
5 出産や子育てを支援する制度の充実
6 資格取得や研修等による能力向上に向けた支援
7 専門職種確保に対する支援
8 移住定住施策と連携した地域外からの人材確保
9 外国人介護人材の受入れ
10 介護ロボットの活用
11 介護ＩＣＴソフト等（タブレット等）の活用
12 介護や福祉職のイメージアップ

（注釈）１（介護）訪問介護 ２（介護）訪問入浴介護 ３（介護）訪問看護
４（介護）訪問リハ ６（介護）通所介護 ７（介護）通所リハ ８（介護）短期入所生活介護
20（介護地密）小規模多機能型居宅介護 21（介護地密）認知症対応型共同生活介護
25（介護施設）介護老人福祉施設
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【考察概要】

「職員の確保、不足感、定着等について」

・職員の確保については、理想の雇用人数に充足していない状況が伺え、人材確保に苦労している

職種は事業所において多数を占める介護スタッフが多く、特に１～3の介護スタッフが求められ

ていることが伺えたこと。（問１）

・前回調査（３年前）と比較し、全体的に理想と現実のギャップ（不足感）が大きくなっているこ

とから、対応に苦慮していることが考えられること。

「人材不足への直接的な対応について」

・有資格者ではないが、市が実施する「家事サポート従事者研修」等を受講し買物、調理、掃除、

ゴミ分別等の簡易な生活支援を一定程度ができる人材の活用について、全体では、活用できるま

たは検討の余地はあるという感覚を持っている回答が多いものであったこと。（問４）

・外国人材雇用については、全体では検討をしているという回答が最も多かったこと。また、雇用

している外国人材では、技能実習制度が最も多く、活用の検討にあたっては、外国人の在留に係

る制度や動向が難解であり、受入れ体制も含め簡単には検討に踏み出せない面も少なからずある

ものと思われること。（問６・７）

・介護人材不足への打開策については、全体で、最も多かった回答が介護報酬（賃金）アップ、次

に多かった回答が業務量、事務負担の軽減であったこと。また、介護や福祉職のイメージアップ

なども回答が多くあり、労働環境の改善と並行して、長期的な人材確保策としての介護や福祉職

のイメージアップが求められていると思われること。（問９）

「介護サービス等のニーズについて」

・全体を通してみると、サービス付き高齢者住宅を含む在宅での訪問介護・看護、通所介護、福祉

用具貸与などとともに認知症の増加への対応、また、これらへ対応する介護支援専門員のニーズ

があると思われる。また、短期入所生活介護のレスパイト機能も求められているものと思われる。

在宅介護へのニーズがある一方、グループホーム（認知症対応型共同生活介護）、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設のニーズも高めであることが伺われる。（問15）
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第３節 高齢者保健福祉計画の検証

高齢者保健福祉計画（平成30～令和５年度）については、保健福祉施策の取り組みや要介護

者の状況、市民ニーズ等を反映した12の主要施策を取り組みました。

① 介護予防の推進

・介護予防に関する啓発情報提供の推進 ・介護予防に資する集いの充実

・介護予防サポーターの養成

⇒市民ニーズにあった手法で介護予防事業を実施し、介護予防の重要性について周知啓発

を行いました。

② 総合事業の推進

・訪問型･通所型サービスの促進 ・地域リハビリテーション活動支援事業の推進

⇒基準緩和型サービスの自己負担額の低減を行い利用の促進を図りました。また、地域ケア

会議や通いの場へのリハビリテーション専門職の参画を進め、自立支援や介護予防の取

り組みを行いました。

③ 生活支援体制整備事業の推進

・生活支援コーディネーターの配置 ・協議体の設置

・介護予防に関する情報の集約、発信

⇒生活支援コーディネーターにより生活支援や介護予防に資する情報の収集を行い、次期

発行の「通いの場マップ」の内容の充実を図りました。

④ 認知症高齢者への対策

・認知症の理解を深めるための普及・啓発

・認知症の容態に応じた適時、適切な医療･介護等の提供

・認知症の人の介護者への支援 ・認知症の人が暮らしやすい安全な地域づくりの推進

⇒認知症サポーター研修を実施し、認知症への理解を広めました。介護者への支援、相談

の場を作り、介護者間で情報交換を行い、つながりを醸成しました。

⑤ 権利擁護の推進

・成年後見制度の利用促進と市民後見人の養成

・高齢者虐待の予防と早期発見、養護者支援

・消費者被害の早期発見と関係機関との連携

⇒成年後見制度の理解促進のため、市民後見人養成講座を開催した他、YouTube配信、出

前講座及び市広報等で周知を行い、後見人のなり手が増加するよう努めました。

⑥ 在宅医療と介護連携の推進

・切れ目のない在宅医療･介護連携の推進

⇒多職種を交えた地域ケア会議、研修会等を積極的に実施し情報共有及び技能や知識の向

上に努めました。

⑦ 地域包括支援センターの機能拡充

・多様な総合相談を受け地域ぐるみで支援する体制の強化

・自立支援に資するケアマネジメントの推進

⇒花川中央地域包括支援センターが新たに設置され、合計５カ所で個人・地域の課題解決
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に向け、課題の共有を行う等、早期解消できる体制を整えました。

⑧ 生活支援サービスの充実

・在宅生活を支える福祉サービスの提供

⇒寝たきり高齢者等ふとんクリーニングサービス、寝たきり高齢者等紙おむつ給付サービ

ス、寝たきり高齢者等理容サービス、寝たきり高齢者等外出支援サービス、配食サービ

ス、訪問サービス、見つけて君サービス、緊急通報サービスを実施。令和３年度からは

新たに「おひとり暮らし等安心登録サービス事業」を実施しています。

⑨ 生きがいづくり・社会参加の促進

・高齢者の生きがい対策の推進 ・社会参加の促進

・子ども世代や障がい者等との交流促進 ・住民グループ支援事業の実施

⇒生活支援コーディネーターが高齢者ふれあいサロンの申請までサポートすることで、サロ

ン全体のコーディネートやサロンの維持・増加に寄与できるような仕組みとしました。

⑩ 介護サービスの充実

・介護保険サービス量の確保と質の向上 ・介護給付適正化の促進

・保健福祉制度や介護保険制度に関する情報提供の促進 ・事業継続への支援

⇒介護相談員による介護相談やケアプラン点検等を行い、介護サービスの適切な確保が図ら

れるよう努めました。

⑪ 多様な福祉人材の確保、育成

・介護支援専門員や介護福祉関係職種の確保と資質の向上

・福祉人材拡充のための養成研修等の開催 ・基準緩和サービス従事者の養成

・介護の仕事の魅力向上

⇒過疎地域の外国人介護技能実習促進にかかる補助や厚田・浜益区の介護保険サービス事業

者の人材確保にかかる補助を行い、人材の確保に努めました。また、各種研修を行い、介

護技術のスキルアップを図りました。

⑫ 住み続けるための暮らしの環境整備

・高齢者にやさしい住環境の整備 ・除雪サービスの充実

・買い物支援の促進･高齢者の交通対策 ・地域見守りネットワーク事業の促進

⇒高齢者がくらしやすいまちづくりを目指し、除雪サービスや福祉利用割引券の利用可能な

サービスの拡大を行いました。

次期計画（令和６年度～令和11年度）に向けて

次期計画では保健事業と連携した介護予防の更なる推進や、通いの場の充

実、多様な福祉人材の確保・養成のほか高齢者の生活の基盤となる除雪や移動

の支援なども含めた環境整備についても引き続き検討していくことが求めら

れると考えます。

団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年を念頭においたビジョンづくり

を行います。
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第４節 介護給付費等の実績検証

【介護給付費の検証】

◆介護（予防）給付サービスの提供量の見込値と実績値◆

（出典） 介護給付実績及び第８期介護保険事業計画より。基準日：各年度３月末現在。

見込値 実績値 見込値 実績値 見込値 実績値

訪問介護 回／月 8,202.4 7,408.5 8,130.6 6,943.9 8,582.0 8,351.3

訪問入浴介護 回／月 69.9 52.1 50.3 45.4 59.4 33.1

訪問看護 回／月 3,510.0 2,678.3 2,966.9 2,876.0 3,103.4 2,819.0

訪問リハビリテーション 回／月 418.0 382.7 482.6 443.9 518.3 608.8

通所介護 回／月 4,202.5 3,790.3 3,682.8 3,669.4 3,820.4 3,764.8

通所リハビリテーション 回／月 1,513.8 1,046.1 1,087.1 903.2 1,110.2 822.1

短期入所生活介護 日／月 1,609.4 947.9 1,236.6 936.6 1,303.5 913.6

短期入所療養介護 日／月 219.8 139.9 262.5 110.6 272.0 85.2

特定施設入居者生活介護 人 45.0 54.3 61.0 55.0 64.0 62.7

居宅療養管理指導 人／月 562.0 378.3 395.0 410.8 415.0 453.6

福祉用具貸与 人／月 766.0 677.4 679.0 695.0 710.0 739.3

特定福祉用具販売 人／月 12.0 12.1 12.0 12.1 13.0 12.1

住宅改修 人／月 17.0 13.8 13.0 11.8 13.0 13.0

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／月 35.0 28.5 30.0 33.3 32.0 37.9

夜間対応型訪問介護 人／月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

地域密着型通所介護 回／月 2,311.3 1,324.8 1,660.5 1,502.3 1,739.5 1,667.4

認知症対応型通所介護 回／月 94.2 25.0 21.4 8.4 21.4 1.1

小規模多機能型居宅介護 人／月 58.0 54.4 57.0 59.1 60.0 54.9

認知症対応型共同生活介護 人 229.0 225.5 231.0 217.8 231.0 200.9

地域密着型特定施設入居者生活介護 人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護

人 56.0 49.5 49.0 48.4 49.0 46.7

看護小規模多機能型居宅介護 人／月 35.0 43.2 58.0 42.7 58.0 46.2

介護老人福祉施設 人 249.0 257.1 259.0 261.2 265.0 259.3

介護老人保健施設 人 140.0 137.3 131.0 136.8 133.0 127.4

介護医療院 人 0.0 31.8 33.0 35.6 33.0 34.4

介護療養型医療施設 人 32.0 2.5 4.0 1.9 4.0 0.0

介護予防訪問入浴介護 回／月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

介護予防訪問看護 回／月 444.2 774.8 807.9 758.3 825.3 768.3

介護予防訪問リハビリテーション 回／月 14.2 62.0 96.0 69.2 105.6 37.1

介護予防通所リハビリテーション 人／月 50.0 62.1 71.0 52.6 72.0 49.4

介護予防短期入所生活介護 日／月 5.8 7.2 27.0 22.4 27.0 3.8

介護予防短期入所療養介護 日／月 4.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0

介護予防特定施設入居者生活介護 人 8.0 10.6 10.0 6.3 10.0 2.8

介護予防居宅療養管理指導 人／月 17.0 28.4 34.0 30.9 34.0 35.3

介護予防福祉用具貸与 人／月 187.0 231.8 224.0 240.3 232.0 265.9

特定介護予防福祉用具販売 人／月 5.0 4.8 7.0 6.0 8.0 4.9

住宅改修 人／月 15.0 9.4 9.0 9.9 10.0 9.7

介護予防認知症対応型通所介護 回／月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

介護予防小規模多機能型居宅介護 人／月 18.0 15.5 12.0 15.3 13.0 17.4

介護予防認知症対応型共同生活介護 人 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
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〇 認知症対応型通所介護の実績が少ないですが、認知症の増加・重度化から、認知症対応型共同

生活介護のニーズが高まっていることに加え、このサービスを行っている事業所は認知症対応

型共同生活介護も行っていることで、通所より共同生活介護が選択されていることによると思

われます。

また、認知症の増加・重度化により、介護予防特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能

型居宅介護が受け皿としてのニーズが高まったものと思われます。

〇 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

の実績が多く、要支援者の看護ニーズが高まっていることによると思われます。

【介護予防・日常生活支援総合事業の検証】

◆介護予防・生活支援サービスの実績値◆

（出典） 介護予防・日常生活支援総合事業実績より。基準日：各年度３月末現在。

〇 本市では、平成29年４月1日より介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。要支援

１・２の方が利用する介護予防訪問介護、介護予防通所介護がそれぞれ、訪問型サービス、通

所型サービスに移行しました。令和２年度と令和３年度はコロナ禍の影響で通所型サービスの

利用が減少しましたが、令和４年度は利用者も増加の傾向にあります。

R1 R2 R3 R4
2019 2020 2021 2022
実績値 実績値 実績値 実績値

訪問型サービス（相当サービス） 人／月 149.2 149.3 150.3 151.8

訪問型サービスＡ（緩和型サービス） 人／月 0.9 1.0 1.4 0.5

訪問型サービスＡ（緩和型サービス）（委託） 人／月 53.2 60.4 67.4 83.3

通所型サービス（相当サービス） 人／月 389.3 340.3 347.1 383.3

通所型サービスＡ（緩和型サービス） 人／月 6.1 0.4

区分 単位
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第１節 基本理念

この理念は、第３期から第６期までの基本理念『高齢者が安心して健やかに暮らしつづけら

れるはまなす薫るまち いしかり』を継承し、地域包括ケアの理念をより端的に表したもので、

「住み慣れたいしかりで健康で生き活きと」に示す社会性・地域性、特に徒歩圏内におけるコ

ミュニティを意識し、その中でのつながりや活動が介護予防になり、社会参加を生むという考

え方をより意識することで、高齢者が可能な限り住み慣れたこの石狩のまちで暮らしつづける

ための自立に向けたまちづくりを本計画においてさらに推し進めようとするものであります。

また、日常生活圏域は、引き続き、石狩、厚田、浜益の３圏域を３市村合併前の旧行政区域

にそれぞれ設定します。

住み慣れたいしかりで

健康で生き活きと安心して

暮らせるまちづくり

第３章 基本理念と施策の体系
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第２節 施策の体系

施策の体系については、令和22(2040)年の状況を見据え「地域包括ケアシステム」の構築と

一層の推進を目指すことを中心とし、保健福祉施策の取り組みや要介護者の状況、市民ニーズ

等を反映した施策を進めていきます。

【基本理念】 【主要施策】

住
み
慣
れ
た
い
し
か
り
で

健
康
で
生
き
活
き
と

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

１．生活支援体制の充実

２．生きがいづくりと介護予防の推進

３．認知症高齢者への対策

４．共に生きる社会への理解と対応

５．地域包括支援センターの機能の充実

６．在宅生活を支える支援

７．過疎地域の生活と人材の確保

８．適切な介護サービスの確保



29

【具体的な施策】

① 生活支援コーディネーターによる多様な活動の推進 ② 協議体の設置

③ 介護予防に関する啓発情報提供の推進

① 介護予防に資する集いの場の充実

② 訪問型・通所型サービスの実施

③ 地域リハビリテーション活動支援事業の推進

④ 高齢者の生きがい対策の推進

⑤ 住民グループ支援事業の実施 ⑥ 保健事業と介護予防の一体的推進

① 認知症の理解を深めるための普及・啓発

② 認知症の容態に応じた適時・適切な医療･介護等の提供

③ 認知症の人の介護者への支援

④ 認知症の人が暮らしやすい安全な地域づくりの推進

① 成年後見制度の理解促進と適切な運用、市民後見人養成の継続

② 高齢者虐待の予防と早期発見及び早期対応、養護者支援

③ 保健福祉制度や介護保険制度等に関する情報提供の推進

④ 子ども世代や障がい者等との交流促進

① 多様な総合相談を受け地域ぐるみで支援する体制の強化

② 自立支援に資するケアマネジメントの推進

① 切れ目のない在宅医療・介護連携の推進

② 在宅生活を支える福祉サービスの提供

③ 高齢者にやさしい住環境づくり（除雪、移動支援、地域見守りネットワーク）

④ 消費者被害の早期発見と関係機関との連携

① 介護保険サービス量の確保と質の向上

② 介護給付適正化の促進

① 過疎地域における介護保険サービス量の確保と質の向上

② 過疎地域におけるやさしい住環境づくり

③ 介護支援専門員や介護福祉関係人材の確保と資質の向上

④ 介護の仕事の魅力向上

注：【主要施策】に●がついているものは、介護保険法第117条第２項第３号の施

策（被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となるこ

との予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要す

る費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策）に関する事項。
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第１節 施策の方向性

石狩市の高齢化率は、令和５(2023)年で 33.9％であり、団塊の世代が全員 75 歳以上とな

る令和７(2025)年では 35.0％、高齢者人口がピークを迎える令和 22(2040)年では 40.5％と

推計されています。

高齢者が「住み慣れたいしかりで健康で生き活きと安心して暮らせる」ためには、健康寿

命の延伸が重要です。令和４（2022）年国民生活基礎調査によると介護が必要になった原因

は、認知症、脳血管疾患、骨折･転倒の順に多いことが報告されています。認知症や脳血管疾

患は生活習慣病との関連が強く、高齢期のみならず、ライフステージに応じた健康づくり施

策が必要であり、石狩市健康づくり計画（平成 28 年３月策定）で推進されています。

一方、加齢による筋力・体力の低下により介護が必要になる方も多く存在することは、健

康づくりに加えて介護予防が必要であることを示しています。近年の研究では、社会性を保

ち、人とつながり続けることが介護予防に最も効果があるとの報告が増えています。人と積

極的に交流し、生きがいを持ち、趣味や生活を楽しむ活発な高齢者像を市民と共有するとと

もに、地域コミュニティが高齢者の出番・役割や居場所を創出できるような働きかけを進め

ます。

例え介護が必要な状態になっても、慣れ親しんできた地域や人とのつながりを保ちながら、

自分らしい生活を続けられるよう、多様な主体が支え合う地域包括ケアシステムの整備を更

に進めます。基本となる在宅介護サービスの確保、生活支援サービスの充実を図るとともに、

医療と介護を同時に必要とする高齢者や認知症、権利擁護に対する施策を推進します。

また、環境整備では、当市の地域特性を考慮すると、除雪、移動支援などの課題があり、

関係部局と連携して検討を図りながら進めますが、特に過疎地域においては早急な検討が必

要と強く認識しています。

少子高齢化社会において、若年層の人口減少に伴い、高齢者を支える人材不足は当市でも

喫緊の課題です。介護保険サービスの提供を担う専門職の確保のほか、市民後見人、認知症

サポーターなど地域高齢者の生活を支える多様な人材育成を図ります。

当計画推進には市民との協働が不可欠です。地域住民やボランティア、法人や団体などの

地域の社会資源を有効に活用するとともに、共生型社会の実現を視野に、地域コミュニティ

が我が事として互いに支え合う意識の醸成に努めます。

令和６(2024)年度から令和８(2027)年度に向けては、令和 22(2040)年を念頭におき、第

３章第２節で示した方向性を加えて施策を推進します。

第１章 主要施策
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第２節 具体的な施策

１．生活支援体制の充実

地域住民、社会福祉協議会、事業所など多様な主体と連携を図り、高齢者等の生活支援や介

護予防活動等を充実し、互いに助け合い、支え合うことのできる生活支援体制の整備を進めます

具体的な施策 主な内容 目標値

① 生活支援コーデ

ィネーターによる

多様な活動の推進

コーディネーターは地域住

民や地縁組織等と協働し、

地域にある社会資源（地域

資源）の掘り起こし、足り

ない資源の創出、生活支援

の担い手養成など資源の

強化、地域関係者のネット

ワーク構築、ニーズとサー

ビスのマッチングなどの

地域づくりを行います。

・地域資源の掘り起

こし、創出、強化、

ネットワークづく

りとマッチング

・（仮称）元気におで

かけマップの作

成・更新

・（仮称）元気に

おで かけマ

ップ 掲載箇

所：180ヶ所

② 協議体の設置 高齢者を地域で支えるた

めに参画する多様な主体が

定期的に話し合う場であ

る、市域全体の第１層協議

体は、設置したところ。第２

層協議体を設置・運営を引

き続き検討します。

・第１層協議体の運

営

・石狩市の実情を踏

まえ、第３層協議

体も視野に入れた

第２層協議体の設

置・運営検討

・第２層協議

体：４ヶ所

③ 介護予防に関する

啓発情報提供の推進

あらゆる機会を通じて、

介護予防についての啓発を

行います。また、現在実施し

ていることに加え、より多

くの人に、より分かりやす

い啓発ができるよう工夫し

ます。

・市ホームページ、

広報いしかり、出

前講座等による啓

発

－
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２．生きがいづくりと介護予防の推進

介護が必要となる原因のうち、認知症や脳血管疾患などは生活習慣病の予防が重要と言われ

ています。一方で、高齢による衰弱や骨折・転倒、関節疾患など筋力・体力の低下により介護

が必要となるものも多く存在することは、高齢期において、健康づくりに加えて介護予防が必

要であることを示しています。

生き生きと健康に生活できる期間をできるだけ延ばすために、「心身機能」のみならず、「活

動」や「参加」などの社会性の要素にバランス良く働きかけるとともに、介護予防・日常生活

支援総合事業（総合事業）について、地域の実情やニーズに合わせて対象者の弾力的な運用や

各サービスを整備し、介護予防を推進します。

具体的な施策 主な内容 目標値

① 介護予防に

資する集いの

場の充実

従来から実施している

介護予防事業に加え、生

活支援コーディネーター

の活動と協働し、身近な

場所で気軽に集える住民

主体の通いの場の創設を

進めます。

・介護予防事業の実施 ・介護予防事業延

参加者数：

11,000人

② 訪問型・通所

型サービスの

実施

従来の基準相当サービ

スに加え、地域の実情に

合わせながら、訪問型・通

所型サービスの実施に努

めます。

・訪問型・通所型サービス

の基準緩和型サービスの

実施

・基準緩和サービス（訪問

型サービスＡ）従事者の

養成

－

③ 地域リハビ

リテーション

活動支援事業

の推進

自立支援や地域におけ

る介護予防の取組を機能

強化するために、地域ケ

ア会議や住民主体の通い

の場等へのリハビリテー

ション専門職の活用を促

進します。

・リハビリテーション専門

職の地域ケア会議や住民

主体の通いの場への参加

・地域ケア会議：

延4人

・通いの場：30ヶ

所

④ 高齢者の生

きがい対策の

推進

生涯にわたって地域と

のつながりを持つこと

で、高齢者の日常生活を

地域で支える体制の充実

と社会参加につなげ、学

習・スポーツなどそれぞ

れに合った楽しみをもつ

機会づくりに努め、生き

生きと過ごすことができ

・敬老会、福祉利用割引券、

ふれあいサロン、陶芸教

室、ふれあい農園等の社

会参加の機会づくりと周

知

⑤ 住民グルー

プ支援事業の

実施

（再掲）２①内、住民主体の

通いの場（ふれあいサロ

ン）の実施
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るよう支援します。

⑥ 保健事業と

介護予防の一体

的推進

健康長寿のまちづくり

を目指し、医療の疾病予

防・重症化予防と介護の

生活機能の改善を一体的

に取り組みます。

・庁内の関係部署と連携体

制を作り、定期的に情報の

共有を行います。

-

（関連）１①
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３．認知症高齢者への対策

認知症は、在宅生活が困難化する大きな要因ともなっており、要介護認定申請理由の最多を

占めています。認知症になっても、可能な限り自宅または自宅に近い環境で生活できるよう、

認知症の進行に応じた支援体制を強化するなど、認知症施策推進大綱を踏まえた共生と予防の

推進を図ります。

具体的な施策 主な内容 目標値

① 認知症の理解

を深めるための

普及・啓発

地域包括支援センター、

認知症地域支援推進員を

中心に、認知症の人やその

家族の視点を重視しなが

ら関係機関と緊密に連携

し支援します。

・認知症サポーター養

成講座、ステップアッ

プ講座の実施

・上記講座の受講者（認

知症ボランティア）の

活動支援（チームオレ

ンジ）

・認知症カフェの普及

・認知症ケアパスの普

及

・注文をまちがえるレ

ストラン事業

・認知症サポータ

ー養成講座受講

者数：累計5,00

0人

・認知症カフェ

数：増加

② 認知症の容態

に応じた適時・

適切な医療・介

護等の提供

・認知症初期集中支援

チームの設置

・認知症ケアパスの更

新と情報提供

－

③ 認知症の人の

介護者への支援

・介護者への支援体制

強化（家族のニーズ調

査や家族への支援等）

－

④ 認知症の人が

暮らしやすい安

全な地域づくり

の推進

・徘徊見守りSOSネット

ワークの拡充

・徘徊見守りSOS

ネットワークサ

ポート機関数：

増加
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４．共に生きる社会への理解と対応

高齢者が認知症などの理由で判断能力が不十分になることがあります。それに伴う金銭管理

や契約行為の支障を低減するほか、消費者被害や高齢者虐待などの権利侵害を受けることのな

いよう、必要な支援体制の整備と関係機関との連携を行います。

具体的な施策 主な内容 目標値

① 成年後見制度

の理解促進と適

切な運用、市民

後見人養成の継

続

成年後見センター（中核機関）

を中心に成年後見制度の相談対

応、周知を行います。

市民後見人の養成を行い、後見

人のなり手を確保するとともに、

権利擁護関係者と連携し地域連

携ネットワークやコーディネー

ト機能の拡充を図ります。

・成年後見制度の

周知活動の実施

・市民後見人の養

成講座の実施

・受任調整会議の

実施

・権利擁護連携会

議の実施

・地域連携ネット

ワークづくり

・市民後見人養

成講座：３年に

１回

・権利擁護連携

会議：年２回

② 高齢者虐待の

予防と早期発見

及び早期対応、

養護者支援

高齢者虐待を未然に防ぐため

に適切な周知を図るとともに、関

係機関と連携し、早期発見、早期

対応に努めます。また、あわせて

家族などの養護者（介護者）に対

する支援も行なっていきます。

・高齢者虐待防止

に係る周知活動

の実施

・介護者のニーズ

調 査 を 踏 ま え

た、研修会等に

よる養護者や事

業者の支援

・研修会等の開

催：３年に１回

③ 保健福祉制度

や介護保険制度

等に関する情報

提供の推進

高齢者に必要な知識や技術に関

する出前講座の実施等により市

民理解の向上を図ります。

・出前講座等の実

施

・講座開催回数：

増加

④ 子ども世代や

障がい者等との

交流促進

子どもと高齢者、高齢者と障が

い者などが同じ空間に集い交流

を図れるよう、共生型社会の実現

に向けた支援を促進します。

・ふれあい広場い

しかりの実施に

関する運営支援

―
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５．地域包括支援センターの機能充実

介護や認知症など高齢者の相談窓口・地域包括ケア推進の拠点である地域包括支援センター

の機能を拡充し、高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい自立した生活を継続できる

よう、地域住民も含めた多職種と協働で支援体制の充実を図ります。

具体的な施策 主な内容 目標値

① 多様な総合相

談を受け地域ぐ

るみで支援する

体制の強化

地域包括支援センターの

一層の機能充実と市民周知

を図るとともに、地域住民

の複雑化・複合化したニー

ズへの対応を図ります。

また、地域ケア会議等で

地域の課題を共有し多職種

や地域の人が連携して支援

する体制を強化します。

・地域包括支援センター

の周知

・課題の共有による体制

の充実強化

・地域包括支援セ

ンターを知っ

ている人の割

合：上昇

② 自立支援に資

するケアマネジ

メントの推進

サービスを利用する人と

サービスを提供する機関が

協働で、その人の自立を目

指したケアプランを作成で

きるよう、自立支援型地域

ケア会議等を通しケアマネ

ジメント力の向上を図りま

す。

・自立支援型地域ケア会

議の参集範囲の拡大

－

＜地域包括支援センターの主な機能と対象地域＞

主な機能

・高齢者等の総合相談窓口

・高齢者等の権利擁護（虐待防止・対応、成年後見制度利用促進、消費者被害防止）

・ケアマネジャー等への支援

・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（要支援者等のケアプラン作成）

名称及び対象地域

・南地域包括支援センター：石狩圏域（花川南10条から花川南防風林まで・樽川地区）

・花川中央地域包括支援センター：石狩圏域（花川南防風林から花川北３条防風林まで）

・北地域包括支援センター：石狩圏域（上記以外の３市村合併前の石狩市域）

・厚田地域包括支援センター：厚田圏域（厚田区）

・浜益地域包括支援センター：浜益圏域（浜益区）
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６．在宅生活を支える支援

医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加が見込まれることから、様々な局面にお

いて、医療・介護関係団体が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供する体

制構築を目指します。また、高齢者が安心して在宅生活が送れるよう福祉サービスの提供に努

めるとともに、サービスを必要とする方が利用できるよう普及・促進にむけた情報提供を関係

機関とともに取り組みます。

高齢者が住み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けるために必要な住まいや移動支援などの

環境整備に係る課題について、関係部局と連携して検討を図りながら進めます。

具体的な施策 主な内容 目標値

① 切れ目のな

い在宅医療・

介護連携の推

進

市民が望む在宅医療や

終末期医療の提供体制整

備に重要な、在宅医療と

介護に関わる関係者の顔

の見える連携を強化し、

情報共有や研修等を行う

中で地域の実情を把握し

その対応を図るなど、切

れ目のない在宅医療・介

護連携体制の構築を進め

ます。

・在宅医療と介護

連携に関わる相

談支援、情報共

有、関係者の研

修等や地域への

普及啓発

・研修等の実施：年６回

② 在宅生活を

支える福祉サ

ービスの提供

配食サービスや紙おむ

つ給付事業など、単身や

夫婦のみ世帯が増加傾向

にあるなか、高齢者の在

宅生活を支える事業を引

き続き実施するととも

に、多くの方に普及する

よう周知に努めます。

・在宅生活を支え

るサービスの実

施、周知

・おひとり暮らし

等安心登録サー

ビス利用者拡大

・おひとり暮らし等安心登

録サービス利用者： 累計

90人

③ 高齢者にや

さしい住環境

づくり

高齢者が住み慣れた地

域で安全・安心に暮らし

続けるために必要な住ま

いや移動支援などの環境

整備に係る課題につい

て、関係部局や関係団体

と検討を図りながら進め

ます。

・高齢者向け住宅

の設置状況の把

握と質の確保

・住環境（移動支

援、福祉利用割

引券等）の検討

・除雪サービス

（間口除雪）、町

内会ふれあい雪

かきの実施

－
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・地域見守りネッ

トワーク協力事

業所との連携

④ 消費者被害

の早期発見と

関係機関との

連携

被害を未然に防ぐため普

及啓発を行い、被害を発

見した際には早期に関係

相談機関につなぎます。

・関係機関との連

携

－

＜本市内のサービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホーム＞（令和５年７月現在）

サービス付き高齢者向け住宅

名 称 住 所 居室数

1 ノーブルコート樽川 石狩市樽川3条3丁目70番地 16
2 グランドハウス緑苑 石狩市緑苑台東3条2丁目170番地2 30
3 アルファパレス 石狩市花川東2条3丁目28番地 110
4 トムテの里「花川」Ａ棟 石狩市花川北6条2丁目30番地 25
5 トムテの里「花川」Ｂ棟 石狩市花川北6条2丁目29番地 25
6 パートナーハイツいしかり 石狩市花川北6条3丁目16番地 22
7 憩いの園豊寿第1 石狩市花川北2条5丁目61番地 17
8 憩いの園豊寿第2 石狩市花川南2条2丁目260番地 26
9 花ぴりか 石狩市花川南7条4丁目376番地1 60

10 ぬくもり花川 石狩市花川南9条4丁目86番地 29
11 ココロホーム石狩病院前 石狩市花川北3条3丁目13番地1 63

有料老人ホーム

名 称 住 所 定員
1 フルールハピネスいしかり 石狩市親船東2条1丁目70番地 14
2 パートナーハイツたるかわ 石狩市樽川6条2丁目3番2号 30
3 リビングケア・シーズン花川 石狩市花川南9条1丁目7番地 10
4 憩いの園豊寿第3 石狩市花川北2条5丁目59番地 15
5 オハナ 石狩市花川東1条3丁目12番地 18
6 スマイルハウス花 石狩市花川南5条5丁目134番地 27
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７．過疎地域の生活と人材の確保

今後深刻化の恐れのある人材不足解消に向けた人材確保策の推進、業務効率化や介護の仕事

に対するイメージ向上策など、高齢者を支える人材の確保・育成を関係団体との連携により進

めます。

具体的な施策 主な内容 目標値

① 過疎地域に

おける介護保

険サービス量

の確保と質の

向上

市内過疎地域におけ

る既存の社会資源を活

用しながら医療系介護

サービスの充実に向け

関係機関と連携を図っ

ていきます。

・現状把握等による適切なサ

ービス量の確保

・介護相談員によるサービス

の質の向上

・過疎地域の実態把握

－

② 過疎地域に

おける高齢者

にやさしい住

環境づくり

高齢者が住み慣れた

地域で安全・安心に暮

らし続けるために必要

な住まいや除雪、移動

支援などの環境整備に

係る課題について、関

係部局や関係団体と検

討を図りながら進めま

す。

・過疎地域における住環境の

検討

―

③ 介護支援専

門員や介護福

祉関係人材の

確保と資質の

向上

今後見込まれる高齢

者の増加によるサービ

ス量の増加にも対応で

きるよう、様々な人材

の確保に取り組むとと

もに、業務の効率化、仕

事の魅力の発信や、資

質の向上への支援や各

種研修の開催などを推

進します。

・ケアマネジメントへの意識

向上に資する取り組み

・介護人材の確保と質の向上

－

④ 介護の仕事

の魅力向上

・介護の仕事の魅力を市内の

子どもたちに知ってもらう

・児童・生徒職業

体験等参加校

数：増加
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８．適切な介護サービスの確保

高齢者が自立した生活を送るため、在宅から施設介護までを切れ間無くサポートできるよう、

適切なサービス量の確保を図ります。また、各事業所のサービスの質の維持・向上に向け介護

サービス相談員による施設等への訪問や介護給付費適正化の促進に努めます。

具体的な施策 主な内容 目標値

① 介護保険サー

ビス量の確保と

質の向上

介護保険事業計画に基

づいた適正なサービスの

量の確保と介護サービス

相談員による施設等への

訪問によりサービスの質

の向上に努めます。

・現状把握等による適

切なサービス量の確

保

・介護サービス相談員

によるサービスの質

の向上

・過疎地域の実態把握

－

② 介護給付適正

化の促進

適正化事業の実施によ

り真に必要なサービスの

提供を促進します。

・ケアプランの点検等

の実施

－
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第１節 介護保険サービス量の見込み

第１部第２章第１節の高齢者の現状と将来推計の見込みにより、介護保険サービス量等を

次のように見込みます。

また、本計画策定時には 一定程度の介護サービスのニーズ等を把握しましたが、事業者

へのヒアリング、介護人材不足や石狩市内全体の介護サービス供給のバランス等を考慮し、

地域密着型サービスの施設整備は想定していません。

（１）介護予防給付費、介護給付費の提供量等

介護予防サービス見込量

※ 給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

（出典） 厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムより。第９期策定時における将来推計総括表シート 2_サービス別給付費

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2040 2045

（１）介護予防サービス
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 33,737 33,049 34,848 41,971 42,974 44,326 50,008 54,321 51,745 47,560
回数（回） 763.2 760.5 769.5 913.5 934.2 963.6 1,087.2 1,180.8 1,124.7 1,033.8
人数（人） 110 110 113 123 126 130 147 159 151 139
給付費（千円） 2,367 1,368 2,801 1,029 1,031 1,031 1,546 1,546 1,546 1,343
回数（回） 68.7 39.9 80.0 29.0 29.0 29.0 43.5 43.5 43.5 37.8
人数（人） 7 5 9 4 4 4 6 6 6 5
給付費（千円） 2,414 3,115 3,687 4,500 4,608 4,690 5,287 5,740 5,349 4,978
人数（人） 30 35 40 48 49 50 56 61 57 53
給付費（千円） 20,174 19,658 18,271 20,388 20,654 21,749 23,611 25,472 24,662 22,515
人数（人） 49 49 44 48 48 51 55 59 57 52
給付費（千円） 1,661 513 521 424 425 425 425 425 425 425
日数（日） 20.9 7.2 5.9 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
人数（人） 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2
給付費（千円） 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 14,096 16,653 18,553 19,735 20,131 20,731 23,260 25,245 24,272 22,117
人数（人） 234 259 278 295 301 310 348 377 362 330
給付費（千円） 2,139 1,759 2,244 2,687 2,687 2,687 3,038 3,435 3,038 3,038
人数（人） 6 5 6 7 7 7 8 9 8 8

介護予防住宅改修 給付費（千円） 10,535 11,184 10,049 12,264 15,833 14,807 20,427 20,591 19,402 18,212
人数（人） 10 10 9 11 14 13 18 18 17 16
給付費（千円） 5,872 2,017 1,465 1,485 1,487 1,487 2,231 2,231 2,231 1,487
人数（人） 7 3 2 2 2 2 3 3 3 2

（２）地域密着型介護予防サービス
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
給付費（千円） 11,989 13,513 18,126 22,402 22,430 23,437 24,670 27,689 26,683 24,053
人数（人） 16 16 21 25 25 26 28 31 30 27
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（３）介護予防支援 給付費（千円） 18,360 18,912 19,984 21,257 21,782 22,335 25,377 27,473 26,254 24,044
人数（人） 334 350 367 385 394 404 459 497 475 435

合計 給付費（千円） 123,346 121,761 130,549 148,142 154,042 157,705 179,880 194,168 185,607 169,772

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防短期入所療養介護（病院等）

介護予防短期入所療養介護(介護医療院)

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入費

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

第１章 介護保険事業量等の見込み



42

介護サービス見込量

※ 給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

（出典） 厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムより。第９期策定時における将来推計総括表シート 2_サービス別給付費

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2040 2045

（１）居宅サービス
給付費（千円） 241,675 290,322 387,791 372,428 384,845 402,328 460,855 519,152 558,285 536,641
回数（回） 6,783.3 8,027.3 10,551.2 9,974.2 10,289.5 10,758.8 12,314.6 13,867.3 14,897.6 14,311.2
人数（人） 342 384 426 441 453 471 539 600 631 602
給付費（千円） 6,916 4,904 6,669 6,501 6,509 7,219 7,928 9,152 9,152 9,152
回数（回） 46 32 44 42.1 42.1 46.7 51.3 59.2 59.2 59.2
人数（人） 11 9 10 10 10 11 12 14 14 14
給付費（千円） 138,494 136,393 148,748 141,866 147,413 153,604 176,468 197,666 208,271 197,923
回数（回） 2,835.3 2,779.2 3,080.0 2,899.0 3,008.2 3,134.2 3,600.1 4,032.8 4,247.1 4,035.9
人数（人） 316 323 333 340 352 366 420 469 492 467
給付費（千円） 15,284 20,362 21,399 29,982 30,590 30,590 35,033 38,756 39,319 37,846
回数（回） 442.6 588.8 620.5 856.3 872.2 872.2 998.9 1,105.3 1,121.1 1,079.0
人数（人） 33 43 44 58 59 59 68 75 76 73
給付費（千円） 43,710 51,958 59,993 61,811 64,469 66,916 73,695 83,145 88,059 84,287
人数（人） 399 441 481 489 509 528 582 656 694 664
給付費（千円） 308,382 312,445 314,703 364,291 379,389 389,790 444,006 492,305 512,737 488,840
回数（回） 3,700 3,722 3,745 4,325.8 4,503.4 4,619.2 5,246.6 5,798.5 6,016.8 5,726.2
人数（人） 394 419 427 428 447 459 518 574 597 568
給付費（千円） 97,408 86,614 90,836 95,873 102,671 105,367 116,702 132,272 138,329 132,813
回数（回） 914.7 816.8 815.4 834.8 884.8 911.0 1,010.6 1,138.6 1,190.0 1,136.6
人数（人） 125 116 115 116 122 126 140 157 164 156
給付費（千円） 95,119 91,112 99,778 103,418 109,622 110,178 127,444 141,579 152,804 147,851
日数（日） 944.9 907.3 994.5 1,014.8 1,074.9 1,081.1 1,248.7 1,392.2 1,493.6 1,443.1
人数（人） 69 69 73 73 77 78 91 101 107 103
給付費（千円） 15,905 13,257 12,079 12,527 12,543 12,543 13,463 15,426 17,302 16,382
日数（日） 109.2 87.6 79.0 80.6 80.6 80.6 86.3 98.6 110.4 104.7
人数（人） 12 11 13 14 14 14 15 17 19 18
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 91,206 98,849 106,507 110,373 113,954 114,823 133,803 149,869 158,613 152,108
人数（人） 680 720 741 771 795 799 935 1,039 1,090 1,042
給付費（千円） 4,868 5,168 5,367 5,638 5,638 5,638 6,558 7,385 7,813 7,813
人数（人） 12 12 12 13 13 13 15 17 18 18
給付費（千円） 11,026 12,786 9,567 15,157 16,147 16,147 18,033 19,753 20,648 19,753
人数（人） 12 13 9 14 15 15 17 18 19 18
給付費（千円） 124,671 144,619 172,030 187,418 187,655 194,988 208,171 237,784 245,343 238,748
人数（人） 54 61 73 78 78 81 86 98 101 98

（２）地域密着型サービス
給付費（千円） 59,449 65,224 77,184 88,410 91,536 94,328 96,574 111,456 117,262 115,016
人数（人） 32 37 39 44 46 47 49 56 59 57
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 154,027 166,119 180,170 184,227 191,528 197,054 226,083 252,004 262,425 250,349
回数（回） 1,488.9 1,638.9 1,799.3 1,813.8 1,878.3 1,932.9 2,217.0 2,466.0 2,558.7 2,436.9
人数（人） 182 202 222 236 244 251 288 320 331 315
給付費（千円） 1,667 1,213 123 1,264 1,265 1,265 673 673 673 632
回数（回） 25.1 19.6 8.0 18.1 18.1 18.1 9.1 9.1 9.1 8.6
人数（人） 2 2 8 5 5 5 3 3 3 3
給付費（千円） 108,503 107,718 101,608 108,738 118,548 117,796 127,848 144,682 153,602 144,048
人数（人） 58 55 52 55 59 59 64 72 76 71
給付費（千円） 668,850 607,423 586,979 652,857 657,351 656,597 656,597 660,561 660,561 665,590
人数（人） 215 202 183 201 202 202 202 202 202 202
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給付費（千円） 157,178 150,269 148,912 157,087 157,286 157,286 158,979 156,440 156,440 156,718
人数（人） 48 46 47 49 49 49 49 49 49 49
給付費（千円） 95,747 114,666 117,470 135,653 134,447 139,683 156,682 170,153 186,071 174,610
人数（人） 41 46 45 50 50 52 58 63 68 64
給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0 0 0 0

（３）施設サービス
給付費（千円） 804,122 815,597 791,868 829,594 844,671 858,189 947,348 1,068,886 1,143,229 1,109,802
人数（人） 259 260 249 257 261 265 293 330 353 343
給付費（千円） 496,672 468,917 445,867 486,550 498,001 512,969 535,864 613,063 657,801 639,121
人数（人） 134 125 118 128 131 135 141 161 173 168

介護医療院 給付費（千円） 159,079 154,326 169,467 171,859 172,076 172,076 204,172 237,009 246,382 237,009
人数（人） 35 34 37 37 37 37 44 51 53 51
給付費（千円） 9,211 0 0
人数（人） 2 0 0

（４）居宅介護支援 給付費（千円） 187,077 196,599 206,294 212,171 218,643 226,368 254,316 283,789 298,391 284,563
人数（人） 1,040 1,094 1,144 1,161 1,194 1,236 1,386 1,544 1,616 1,539

合計 給付費（千円） 4,096,248 4,116,859 4,261,406 4,535,693 4,646,797 4,743,742 5,187,295 5,742,960 6,039,512 5,847,615

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

複合型サービス（新設）

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護
看護小規模多機能型居宅介護

特定福祉用具購入費

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

短期入所療養介護(介護医療院)

福祉用具貸与

訪問介護
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（２）地域支援事業の提供量等

介護予防・日常生活支援総合事業

単位：円(括弧書きの数値を除く)

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業

単位：円

包括的支援事業（社会保障充実分）

単位：円

地域支援事業費計

単位：円

※ 事業費は年間累計の金額。人数は１月当たりの利用者数。

（出典） 厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムより。第９期策定時における将来推計総括表シート 3_地域支援事業費

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2040 2045

訪問介護相当サービス 31,312,836 30,854,761 31,634,215 33,533,401 34,383,783 35,319,204 29,890,617 28,011,264 25,868,887 23,867,355
(利用者数：人) (150 ) (152 ) (157 ) (166 ) (170 ) (175 ) (148 ) (139 ) (128 ) (118 )

訪問型サービスA 1,626,023 1,944,414 1,861,200 1,972,938 2,022,970 2,078,006 1,758,615 1,648,044 1,521,997 1,404,237
(利用者数：人) (69 ) (84 ) (86 ) (91 ) (93 ) (96 ) (81 ) (76 ) (70 ) (65 )

訪問型サービスB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
訪問型サービスC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
訪問型サービスD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
訪問型サービス(その他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通所介護相当サービス 95,702,462 103,356,180 108,371,076 114,877,224 117,790,425 120,994,946 102,397,936 95,959,733 88,620,474 81,763,715
(利用者数：人) (347 ) (383 ) (395 ) (418 ) (429 ) (441 ) (373 ) (350 ) (323 ) (298 )

通所型サービスA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(利用者数：人) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )

通所型サービスB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通所型サービスC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通所型サービス(その他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栄養改善や見守りを目的とした 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定期的な安否確認、緊急時の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他、訪問型サービス・通所
型サービスの一体的提供等

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

介護予防ケアマネジメント 16,721,230 17,301,656 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 22,212,878 21,434,927 20,023,024 18,972,878

介護予防把握事業 912,706 428,384 581,400 581,400 581,400 581,400 717,476 692,348 646,744 612,824
介護予防普及啓発事業 7,872,400 8,816,286 8,908,200 8,908,200 8,908,200 8,908,200 10,993,153 10,608,145 9,909,395 9,389,677
地域介護予防活動支援事業 5,385,507 5,928,469 5,757,300 5,757,300 5,757,300 5,757,300 7,104,789 6,855,961 6,404,364 6,068,475
一般介護予防事業評価事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地域リハビリテーション活動支
援事業

80,000 280,000 324,000 324,000 324,000 324,000 399,832 385,829 360,414 341,512

上記以外の介護予防・日常生
活総合事業

1,000,245 888,473 1,304,100 1,304,100 1,304,100 1,304,100 1,609,323 1,552,960 1,450,668 1,374,585

サービス種別・項目

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2040 2045

包括的支援事業(地域包括支援
センターの運営)

80,835,045 76,157,168 76,395,600 90,407,000 90,407,000 90,407,000 74,823,195 73,142,080 73,076,078 71,911,333

任意事業 19,448,484 24,341,726 26,504,100 25,386,000 25,386,000 25,386,000 25,958,582 25,375,349 25,352,451 24,948,363

サービス種別・項目

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2040 2045

在宅医療・介護連携推進事業 99,990 119,990 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
生活支援体制整備事業 20,676,841 20,933,824 19,246,500 19,246,500 19,246,500 19,246,500 19,246,500 19,246,500 19,246,500 19,246,500
認知症初期集中支援推進事業 110,000 275,500 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000

認知症地域支援・ケア向上事業 7,740,500 7,209,486 6,884,100 6,884,100 6,884,100 6,884,100 6,884,100 6,884,100 6,884,100 6,884,100

認知症サポーター活動促進・地
域づくり推進事業

0 20,818 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500

地域ケア会議推進事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

サービス種別・項目

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2040 2045

介護予防・日常生活支援総合
事業費

160,613,409 169,798,623 176,741,491 185,258,563 189,072,178 193,267,156 177,084,619 167,149,211 154,805,967 143,795,258

包括的支援事業（地域包括支
援センターの運営）及び任意事
業費

100,283,529 100,498,894 102,899,700 115,793,000 115,793,000 115,793,000 100,781,777 98,517,429 98,428,529 96,859,696

包括的支援事業（社会保障充
実分）

28,627,331 28,559,618 27,323,100 27,323,100 27,323,100 27,323,100 27,323,100 27,323,100 27,323,100 27,323,100

地域支援事業費 289,524,269 298,857,135 306,964,291 328,374,663 332,188,278 336,383,256 305,189,496 292,989,740 280,557,596 267,978,054

サービス種別・項目
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（３）保健福祉事業及び特別給付

介護に関する事業としては、介護給付サービス及び介護予防給付サービス以外に、市町

村の判断によって行われる独自の保健福祉事業と特別給付があります。

保健福祉事業とは、要介護者本人だけでなく家族等も含め介護者の支援のために必要な

事業や介護予防等の事業を行うものです。また、特別給付は認定者を対象とし、要介護状

態の軽減もしくは悪化の防止や介護予防のために介護保険対象外のサービスを介護保険事

業として行うものです。

第８期計画期間より、介護用品の支給に係る事業（紙おむつ給付事業）を特別給付事業

として実施し、第 7 期計画期間より創設された保険者機能強化推進交付金をその財源とし

て活用しています。
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第１節 介護保険事業費等の見込み

今回の推計では、介護保険事業の令和８年（2026）年度の標準給付費見込額は約52.4億円、

地域支援事業費は約3.4億円を加えた総額は約55.8億円と推計しています。第９期（令和６～

８年度）における介護保険事業の標準給付費見込額は約153.8億円、これに地域支援事業費約

10億円を加えた総額は約163.8億円と推計しています。

また、令和12（2030）年度では標準給付費見込額は約57.5億円、地域支援事業費は約3.1億

円、令和22（2040）年では標準給付費見込額は約66.5億円、地域支援事業費は約2.8億円と推

計しています。

（出典） 厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムより。第９期策定時における将来推計総括表シート５

令和6年度 令和7年度 令和8年度

2024 2025 2026

標準給付費見込額（A） 15,380,795,763 5,006,814,740 5,131,943,643 5,242,037,380

総給付費（財政影響額調整後） 14,386,121,000 4,683,835,000 4,800,839,000 4,901,447,000
492,741,699 159,705,140 164,166,702 168,869,857

高額介護サービス費等給付額（財政影響額調整後） 421,635,710 137,226,758 140,196,259 144,212,693
高額医療合算介護サービス費等給付額 67,385,315 21,859,287 22,441,554 23,084,474
算定対象審査支払手数料 12,912,039 4,188,555 4,300,128 4,423,356

地域支援事業費（B) 996,946,197 328,374,663 332,188,278 336,383,256

介護予防・日常生活支援総合事業費 567,597,897 185,258,563 189,072,178 193,267,156
包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費 347,379,000 115,793,000 115,793,000 115,793,000
包括的支援事業（社会保障充実分） 81,969,300 27,323,100 27,323,100 27,323,100

第1号被保険者負担分相当額（D） 3,766,880,651 1,227,093,563 1,256,750,342 1,283,036,746
調整交付金相当額（E） 797,419,683 259,603,665 266,050,791 271,765,227
調整交付金見込額（I） 704,909,000 218,586,000 234,125,000 252,198,000

調整率 1.000000000 1.000000000 1.000000000
特別調整交付金の交付見込額 0 0 0

市町村特別給付費等 19,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
市町村相互財政安定化事業負担額 0
保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 5,000,000

保険料収納必要額（L) 3,563,891,334

予定保険料収納率 99.10%

第9期

合計

特定入所者介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）

令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度

2030 2035 2040 2045

標準給付費見込額（A） 5,745,771,382 6,355,214,723 6,651,579,830 6,420,488,544

総給付費（財政影響額調整後） 5,367,175,000 5,937,128,000 6,225,119,000 6,017,387,000
187,676,268 207,252,279 211,403,443 199,823,883

高額介護サービス費等給付額（財政影響額調整後） 159,878,036 176,554,487 180,090,789 170,226,370
高額医療合算介護サービス費等給付額 26,050,399 28,767,646 29,343,848 27,736,548
算定対象審査支払手数料 4,991,679 5,512,311 5,622,750 5,314,743

地域支援事業費（B) 305,189,496 292,989,740 280,557,596 267,978,054

介護予防・日常生活支援総合事業費 177,084,619 167,149,211 154,805,967 143,795,258
包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費 100,781,777 98,517,429 98,428,529 96,859,696
包括的支援事業（社会保障充実分） 27,323,100 27,323,100 27,323,100 27,323,100

第1号被保険者負担分相当額（D） 1,452,230,611 1,662,051,116 1,802,355,731 1,805,885,981
調整交付金相当額（E） 296,142,800 326,118,197 340,319,290 328,214,190
調整交付金見込額（I） 366,033,000 562,228,000 657,497,000 576,344,000

調整率 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000
特別調整交付金の交付見込額 0 0 0 0

市町村特別給付費等 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
市町村相互財政安定化事業負担額 0 0 0 0
保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

保険料収納必要額（L) 1,356,840,411 1,400,441,312 1,459,678,021 1,502,256,172

予定保険料収納率 99.10% 99.10% 99.10% 99.10%

特定入所者介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）

第２章 介護保険事業費等の見込みと保険料
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【介護給付費の財源】

介護給付費の財源は、その半分を第１号被保険者と第２号被保険者が支払う保険料で賄

い、残りの半分を国・都道府県・市町村による公費負担で賄っています。また、第１号被

保険者と第２号被保険者の負担割合は計画期間ごとに定められ、第９期における割合は第

１号が 23％（第７期 23％、第８期 23％）、第２号が 27％（第７期 27％、第 8 期 27％）と

なります。さらに、公費の負担割合も居宅サービスと施設サービスでは異なります。

【地域支援事業の財源】

地域支援事業の財源は、介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業・任意事業

で大きく変わります。介護予防・日常生活支援総合事業については、給付費と同様、第２

号被保険者の保険料が入るので負担割合も変わりませんが、包括的支援事業・任意事業に

ついては、第２号被保険者の保険料が入らないため、公費の負担割合が高くなります
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第２節 第１号被保険者の介護保険料

【被保険者数と認定者数（第1号被保険者のみ）の見込み】

今回の推計では、第９期（令和６～８年）を含め、被保険者数と認定者数を次のように

推計しています。

（出典） 厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムより。推計値：202４年以降、第９期策定時における将来推計総括表シート1_

推計値サマリ、基準日：各年度９月末現在。

【所得段階区分に係る基準所得額について】

本市の所得段階設定については、これまで 10 段階設定としておりましたが、今般の介

護保険法施行規則の一部改正により、段階を分ける基準所得額が下記のとおり変更となり

ます。

所得

段階
対象者（変更前）

所得

段階
対象者（変更後）

第９

段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が

320 万円以上 370 万円未満

第９

段階

本人が市民税課税で、合計所得金額

が 320 万円以上 420 万円未満

第 10

段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が

370 万円以上

第 10

段階

本人が市民税課税で、合計所得金額

が 420 万円以上 520 万円未満

第 11

段階

本人が市民税課税で、合計所得金額

が 520 万円以上 620 万円未満

第 12

段階

本人が市民税課税で、合計所得金額

が 620 万円以上 720 万円未満

第 13

段階

本人が市民税課税で、合計所得金額

が 720 万円以上

Ｒ４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ12 Ｒ17 Ｒ22 Ｒ27

2022 2024 2025 2026 2030 2035 2040 2045

被保険者数（総数） 38,287 38,223 38,160 37,940 37,068 35,689 33,866 32,116

（再掲）第１号被保険者数 19,616 19,608 19,573 19,490 19,164 18,973 19,353 19,328

（再掲）第２号被保険者数 18,671 18,615 18,587 18,450 17,904 16,716 14,513 12,788

認定者数 3,399 3,585 3,674 3,796 4,240 4,691 4,798 4,538

（参考 第２号被保険者含む） (3,456) (3,646) (3,733) (3,853) (4,295) (4,743) (4,838) (4,573)

認定率（％） 17.3 18.3 18.8 19.5 22.1 24.7 24.8 23.5

（再掲）要支援１ 685 733 770 793 886 933 877 808

（再掲）要支援２ 409 411 429 440 504 559 543 494

（再掲）要介護１ 831 911 915 941 1,040 1,130 1,150 1,095

（再掲）要介護２ 485 538 546 569 613 703 727 682

（再掲）要介護３ 361 322 358 377 440 502 566 555

（再掲）要介護４ 372 373 378 389 438 499 551 536

（再掲）要介護５ 256 297 278 287 319 365 384 368
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【保険料上昇を抑制するための方策について】

○介護給付費準備基金の取り崩しについて

介護保険事業会計において、保険料収支により生じた剰余金は、翌年度移行の介護給

付費支払の不足に備える財源とするため、「介護給付費準備基金」として積み立てられ

ます。

給付実績が見込を大きく上回り財政に不足が生じた場合等は、この準備基金から繰り

入れるか、北海道の財政安定化基金から貸付を受けることで、不足分を補填することと

なります。

第８期計画においては、給付実績額が見込み額を下回る見込みであり、令和５年度末

における市の準備基金残高は「２億１千万円」程度と推計されることから、高齢者への

保険料負担の増加を抑制する方法として、第９期計画期間中に基金残高を取り崩すこと

といたします。
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【所得段階別保険料率】

第１号被保険者の所得段階別保険料率の設定は以下のとおりです。

所得段階 対象者 保険料率

第１段階

・生活保護を受給している方

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方

・市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額※1 の合計額

が 80 万円以下の方

0.285

（0.455※2）

第２段階
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額※1 の合

算額が 80 万円を超え 120 万円以下の方

0.485

（0.685※2）

第３段階
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額※1 の合

算額が 120 万円を超える方

0.685

（0.690※2）

第４段階
本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額※1 の合算

額が 80 万円以下で、課税者と同居の方
0.9

第５段階
本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額※1 の合算

額が 80 万円を超え、課税者と同居の方

1.00

【基準額】

第６段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 120 万円未満の方 1.20

第７段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満

の方
1.30

第８段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満

の方
1.50

第９段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が 320 万円以上 420 万円未満

の方
1.70

第 10 段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が 420 万円以上 520 万円未満

の方
1.90

第 11 段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が 520 万円以上 620 万円未満

の方
2.10

第 12 段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が 620 万円以上 720 万円未満

の方
2.30

第 13 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 720 万円以上の方 2.40

※１ 第１から第５段階においては、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除します。

※２ 括弧内は、公費負担軽減前の率
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【所得段階別保険料】

介護保険事業費や所得段階別被保険者数等に基づき、第９期（令和６年度から令和８年

度まで）における第１号被保険者の保険料基準額は、5,300円と設定します。

各所得段階別の保険料は次のとおりです。

所得段階
第１号被保険者保険料

（月額）

第１号被保険者保険料

（年額）
保険料率

第１段階 1,510.50 円
（2,411.50円※）

18,120 円
（28,930円※）

0.285

（0.455※）

第２段階 2,570.50 円
（3,630.50円※）

30,840 円
（43,560円※）

0.485

（0.685※）

第３段階 3,630.50 円
（3,657.00円※）

43,560 円
（43,880円※）

0.685

（0.690※）

第４段階 4,770.00 円 57,240 円 0.90

第５段階 5,300.00 円 63,600 円
1.00

【基準額】

第６段階 6,360.00 円 76,320 円 1.20

第７段階 6,890.00 円 82,680 円 1.30

第８段階 7,950.00 円 95,400 円 1.50

第９段階 9,010.00 円 108,120 円 1.70

第 10 段階 10,070.00 円 120,840 円 1.90

第 11 段階 11,130.00 円 133,560 円 2.10

第 12 段階 12,190.00 円 146,280 円 2.30

第 13 段階 12,720.00 円 152,640 円 2.40

※ 括弧内は、公費負担軽減前の率

保険料基準額（月額）： ５，３００円
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１．庁内における連携の推進

本計画は、保健・医療・福祉・介護を中心として、高齢者を取り巻く様々な生活課題を

対象にしたものであることから、保健福祉部内はもとより、ボランティア・ＮＰＯ等の市

民活動、生涯学習、雇用、住宅、まちづくり、防災関係等関連する部局が一体となって諸

施策への取り組みを推進していきます。

２．計画の進行管理

本計画の推進にあたっては、石狩市介護保険事業計画等作成委員会において、年度ごと

に各種施策の進捗状況を評価・検討し、高齢者施策の総合的・計画的な推進に努めます。

３．広報・ＰＲの充実

計画を推進していくためには、市民の理解・協力が不可欠であり、地域包括支援センタ

ー及び介護保険制度の認知度を一層高めることが必要となります。

そのためには、広報やホームページなど様々なメディアを活用し、計画内容の周知や、

サービス内容、利用に関する手続き及び地域包括支援センター等における各種資料の配

布・展示など、あらゆる機会を通じてＰＲを行い、きめ細やかな広報活動を展開していき

ます。

計画の推進を図るために
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～訪問看護～ 看護師などが家庭を訪問し、看護を行います。

名 称 住 所 電 話
介護
予防

1 訪問看護ステーション あるふぁ 石狩市花川東２条３丁目２８番地 0133-77-6623 ○

2 訪問看護ステーション 幸惺館 石狩市花川北７条１丁目11番地 0133-77-5073 ○

3 訪問看護ステーション あいん 石狩市花川北６条２丁目88番地 0133-62-8043 ○

4 医療法人喬成会訪問看護ステーションポプラ 石狩市花川南７条4丁目376番地1 0133-74-8881 ○

5 医療法人喬成会 花川病院 石狩市花川南７条５丁目２番地 0133-73-5311 ○

～定期巡回・随時対応型訪問介護看護～

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが連携しながら、

定期巡回訪問と随時の対応を行います。

名 称 住 所 電 話

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所あるふぁ 石狩市花川東２条３丁目２８番地 0133-72-2806

～訪問リハビリ～ 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能訓練（リハビリテーション）を行います。

名 称 住 所 電 話
介護
予防

1 医療法人喬成会 花川病院 石狩市花川南７条５丁目２番地 0133-73-5311 ○

～通所介護（デイサービス）～ デイサービスセンターなどで入浴、食事、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

名 称 住 所 電 話
総合
事業

1 樽川デイサービスセンター四季彩館 石狩市樽川３条３丁目７０番地 0133-76-1230 ○

2 デイサービス我が家 樽川の家 石狩市樽川8条1丁目203番地グランパ81 1Ｆ 0133-76-6900 ○

3 デイサービスセンター ARK結 石狩市花川東２条３丁目２８番地 0133-77-8205 ○

4 リハビリセンターこころねByRIBBON 石狩市花川北３条３丁目１３番地１ 0133-77-7120 ○

5 石狩市花川北老人デイサービスセンター 石狩市花川北６条１丁目４１番地１ 0133-72-8182 ○

6 通所介護センタートムテの里「花川」 石狩市花川北６条２丁目28番地 0133-75-2131 ○

7 デイサービスセンター プロディス 石狩市花畔２条１丁目６８番地 0133-62-8311 ○

8 石狩市花川南老人デイサービスセンター 石狩市花川南５条３丁目１０９番地１ 0133-75-7564 ○

9 石狩ふれあい・ほっと館介護センター通所介護事業所 石狩市花川南７条4丁目376番地1 0133-73-5312 ○

10 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ石狩花川 石狩市花川南９条３丁目２番地 0133-72-3215 ○

11 リフレッシュ・デイサロン温楽堂 石狩市花川南１０条１丁目１番１２号 0133-73-0444 ○

12
グループホームはまなす石狩通所介護庵の里
(共用型指定認知症対応型通所介護)

石狩市花川北６条１丁目６８番地 0133-76-2201

13
愛の家グループホーム石狩花川
(共用型指定認知症対応型通所介護)

石狩市花川４０４番地１２ 0133-72-8870

～地域密着型 通所介護（デイサービス）～ デイサービスセンターなどで入浴、食事、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

名 称 住 所 電 話
総合
事業

1 石狩希久の園デイサービスセンター 石狩市八幡町高岡２７番地９ 0133-66-4181 ○

2 デイサービスセンターばんなぐろ 石狩市花畔３６０番地２６ 0133-76-1199 ○

3 デイサービスセンター緑苑 石狩市緑苑台東３条２丁目１７０番地２ 0133-72-0011 ○

4 Ｂａｎbi 石狩市花川北１条４丁目１５０番地 0133-62-8262 ○

5 サンサンイシカラ 石狩市花川北６条２丁目８８番地 0133-77-7167 ○

6 デイサービスセンターらいふてらす石狩花川 石狩市花川南１条２丁目３１２番地１ 0133-77-5630 ○

7 通所介護デイドリーム 石狩市花川南２条３丁目９１番地２ あいまち２Ｆ 0133-76-6157 ○

8 おんくりの輪 石狩市花川北５条１丁目６７番地 0133-77-8430 ○

9 デイサービス エルサ 石狩市花川南６条１丁目１１１番地 0133-72-5757 ○

10 デイサービスくつろぎの家 石狩市花川南６条２丁目１０９番地 0133-68-9054 ○

11 デイサービス歩風楽(ﾎﾟﾌﾟﾗ)花川 石狩市花川南１０条３丁目３番地 0133-62-8088 ○

12 石狩市はまますデイサービスセンター 石狩市浜益区浜益２番地４ 0133-79-5050 ○

13 民家型デイサービス笑宝 石狩市親船東２条２丁目74番地 0133-62-9584 ○
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名 称 住 所 電 話
介護
予防

1 医療法人社団恵愛会茨戸病院 石狩市花川東１２８番地１４ 0133-74-3011 ○

2 医療法人秀友会いしかりデイケアサービス 石狩市花川北６条１丁目３４番地 0133-72-8080 ○

3 老人保健施設オアシス２１ 石狩市花川南７条５丁目３番地 0133-72-0021 ○

～福祉用具貸与・販売事業所～ 日常生活の自立を助ける福祉用具をレンタル・販売するサービスです。

名 称 住所 電 話
介護
予防

1 合同会社リハビリフォーム 石狩市花川南１条３丁目１２６番地 080-9981-1407 ○

2 アット福祉用具貸与・販売事業所 石狩市花川南２条３丁目９１番地２ 0133-62-8100 ○

3 NORTH CARE 石狩市花川南3条4丁目219番地 若葉ビル１F 0133-77-7396 ○

4 福祉用具貸与事業所 ぬくもりおたすけ隊 石狩市花川南９条４丁目８６番地 0133-75-8115 ○

5 福祉用具貸与事業所 ＲＩＳＥ 石狩市花川北６条２丁目８８番地 0133-62-9700 ○

名 称 住 所 電 話
介護
予防

1 ふれあいの里 グループホームおやふね 石狩市親船町２０番地１ 0133-62-3200 ○

2 グループホーム萌いしかり 石狩市親船東２条１丁目７０番地 0133-62-3911 ○

3 グループホーム樽川ふれあい館 石狩市樽川３条２丁目６７番地 0133-75-1165 ○

4 グループホーム樽川ふれあいはうす 石狩市樽川３条２丁目９７番地 0133-75-1167 ○

5 グループホーム笑顔の村三番地 石狩市樽川３条３丁目４番地 0133-72-6030 ○

6 グループホーム樽川ふれあいくらぶ 石狩市樽川３条３丁目３１番地 0133-72-7717 ○

7 グループホームメープル 石狩市緑苑台東３条２丁目１７０番地２ 0133-72-1129 ○

8 ぐるーぷほーむ樹林 石狩市緑苑台東３条３丁目２５５番地 0133-76-2601 ○

9 愛の家グループホーム石狩花川 石狩市花川４０４番地１２ 0133-72-8870 ○

10 グループホームはまなす石狩 石狩市花川北６条１丁目６８番地 0133-76-2201 ○

11 グループホーム ハートの家六番館 石狩市花川北６条３丁目１６番地 0133-77-5283 ○

12 グループホームひなた 石狩市花川南２条６丁目１１８番地 0133-74-9646 ○

13 リフレッシュホーム和みの家 石狩市花川南１０条１丁目１番１２号 0133-73-0444 ○

14 石狩市認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまますなごみ 石狩市浜益区実田93番地17 0133-79-5010 ○

名 称 住所 電 話
介護
予防

1 社会福祉法人瓔珞会ケアハウスいしかり 石狩市花畔３６０番地２６ 0133-75-1101 ○

名 称 住 所 電 話
介護
予防

1 石狩希久の園 短期入所生活介護事業所 石狩市八幡町高岡２７番地９ 0133-66-4181 ○

2
老人短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所

ばんなぐろ
石狩市花畔３６０番地２６ 0133-76-1133 ○

3 厚田みよし園短期入所生活介護事業所 石狩市厚田区厚田１８９番地１ 0133-78-2111 ○

4
石狩市特別養護老人ホームはまますあいどまり
指定短期入所生活介護(予防)事業所

石狩市浜益区実田93番地17 0133-79-5010 ○

5 老人保健施設オアシス２１ 石狩市花川南７条５丁目３番地２ 0133-72-0021 ○

～特定施設入所者生活介護～ ケアハウスに入所している要支援・要介護者を対象に、必要なサービスを行います。

～短期入所生活介護・短期入所療養介護～ 施設等に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

～通所リハビリテーション（デイケア）～ 病院などで入浴、食事、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

～認知症対応型共同生活介護～ 認知症により介護が必要な方が少人数で共同生活し、専門的ケアが受けられます。
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～介護老人福祉施設～ 日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な人の生活の場です。

名 称 住 所 電 話

1 特別養護老人ホーム 石狩希久の園 石狩市八幡町高岡２７番地９ 0133-66-4181

2 特別養護老人ホーム ばんなぐろ 石狩市花畔３６０番地２６ 0133-76-1133

3 特別養護老人ホーム 厚田みよし園 石狩市厚田区厚田１８９番地１ 0133-78-2111

～地域密着型 介護老人福祉施設～ 日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な人の生活の場です。

名 称 住 所 電 話

1 特別養護老人ホーム ほとり 石狩市花畔３６０番地２６ 0133-77-5860

2 石狩市特別養護老人ホームはまますあいどまり 石狩市浜益区実田93番地17 0133-79-5010

名 称 住 所 電 話

1 老人保健施設オアシス２１ 石狩市花川南７条５丁目３番地２ 0133-72-0021

～介護医療院～ 長期にわたる療養・介護を必要とする方に医療機能と生活の場を提供します。

名 称 住 所 電 話

1
医療法人社団恵愛会
茨戸病院 介護医療院

石狩市花川東１２８番地１４ 0133-74-3011

名 称 住所 電 話

1 社会福祉法人瓔珞会ケアハウスいしかり 石狩市花畔３６０番地２６ 0133-75-1101

2 いしかり福祉会 ケアハウスりょくえん 石狩市花川東９３番地１０ 0133-74-4884

名 称 住所 電 話

1 ノーブルコート樽川 石狩市樽川3条３丁目70番地 0133-76-1230

2 グランドハウス緑苑 石狩市緑苑台東３条2丁目170番地2 0133-72-1118

3 アルファパレス 石狩市花川東２条３丁目２８番地 0133-77-6623

4 ココロホーム石狩病院前 石狩市花川北3条3丁目13番地1 0133-77-7120

5 トムテの里「花川」Ａ棟 石狩市花川北6条2丁目30番地

6 トムテの里「花川」Ｂ棟 石狩市花川北6条2丁目29番地

7 パートナーハイツいしかり 石狩市花川北6条3丁目16番地 0133-77-5281

8 憩いの園豊寿第1 石狩市花川北2条5丁目61番地 0133-73-8008

9 憩いの園豊寿第2 石狩市花川南2条2丁目260番地 ケアサポートうるおい石狩第１ 0133-71-2260

10 花ぴりか 石狩市花川南7条4丁目376番地1 0133-73-5313

11 ぬくもり花川 石狩市花川南9条4丁目86番地 0133-75-8115

名 称 住所 電 話

1 住宅型有料老人ホーム フルールハピネスいしかり 石狩市親船東2条1丁目70番地 0133-62-3911

2 住宅型有料老人ホーム パートナーハイツたるかわ 石狩市樽川6条2丁目3番2号 0133-77-5382

3 住宅型有料老人ホーム 憩いの園豊寿第3 石狩市花川北2条5丁目59番地 0133-74-9511

4 住宅型有料老人ホーム リビングケア・シーズン花川 石狩市花川南9条1丁目7番地 0133-77-5677

5 住宅型有料老人ホーム オハナ 石狩市花川東1条3丁目12番地 0133-76-2877

6 スマイルハウス花 石狩市花川南5条5丁目134番地 0133-72-7487

～サービス付き高齢者向け住宅～ 高齢者生活支援サービスを提供する賃貸住宅。

0133-75-2131

～有料老人ホーム・その他～

～介護老人保健施設～ 病状が安定し入院治療の必要ない方に、家庭へ戻れるよう介護や機能訓練を行います。

★「居宅療養管理指導」は医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が、「訪問リハビリテーション」は病院、診療所が実施してい
ますので、介護支援専門員にご相談ください。

☆ 高齢者の居住系施設（住所地特例対象施設） ☆

～軽費老人ホーム（ケアハウス）～ 低額な料金で家庭環境、住宅事情等により生活が困難な高齢者に対し日常生活上必要な便宜を提供する施設。
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○石狩市介護保険事業運営推進協議会設置要綱

平成28年７月４日要綱第78号

改正

平成31年１月24日要綱第38号

石狩市介護保険事業運営推進協議会設置要綱

（設置）

第１条 介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）に基づき、石狩市介護保険

条例（平成12年条例第25号）第２条の介護保険事業計画等の作成及び介護保険事業等の適正

な運営を図るため、石狩市介護保険事業運営推進協議会（以下「運営推進協議会」という。）

を設置する。

（協議事項）

第２条 運営推進協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(１) 介護保険事業計画等に関する事項で次に掲げること。

ア 高齢者保健福祉計画の改定に関する事項

イ 介護保険事業計画の改定に関する事項

ウ 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の管理、運営に関する事項

(２) 法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センター（以下「センター」という。）

及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の66第１号ロ(２)に規定する

地域包括支援センター運営協議会に関する事項で次に掲げること。

ア センターの担当する圏域の設定に関すること。

イ センターの設置、変更及び廃止に関すること。

ウ センターの業務の委託等に関すること。

エ センターの運営に関すること。

オ センターが行う予防給付に関すること。

カ その他センターの運営に関することで市長が必要と認めること。

(３) 地域密着型サービス等に関する事項で次に掲げること。

ア 地域密着型サービス等の事業者の指定に関すること。

イ 市が設定する地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬に関すること。

ウ 地域密着型サービス等の質の確保、運営評価その他地域密着型サービス等の適正な運
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営を確保する観点から市長が必要と認めること。

(４) 前３号に掲げるもののほか、法の規定により市が指定、契約等により介護サービス等

を提供する事業の基準及び運営に関すること並びに介護保険事業の運営に関する事項で

市長が必要と認めること。

（組織）

第３条 運営推進協議会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する委員10人以内をもって組織

する。

(１) 介護保険のサービス事業者並びに保健、医療及び福祉関係者

(２) 地域団体の関係者

(３) 権利擁護及び相談事業等を担う関係者

(４) 学識経験を有する者

(５) 介護保険の被保険者

(６) その他市長が認める者

２ 委員の任期は、３年間とする。ただし、補欠委員の任期は、残任期間とする。

３ 運営推進協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により選任する。

（会議）

第４条 運営推進協議会の会議は、会長が招集する。

２ 運営推進協議会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。

３ 運営推進協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。

４ 会議は原則公開とするが、協議会の議決により非公開とすることができる。

５ 第２条第２号イ及びウ並びに同条第３号第３号アに規定する事項の審議を行う際に、委員

が当該事業者等の設置者である法人又は団体の役員若しくは構成員である場合は、その委員

を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。

（庶務）

第５条 運営推進協議会の庶務は、保健福祉部高齢者支援課において処理する。

（委任）

第６条 この要綱に定めるもののほか、運営推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運

営委員会に諮って定める。
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附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成28年７月４日から施行する。

（要綱の廃止）

２ 次の各号に規定する要綱は、廃止する。

(１) 石狩市地域包括支援センター運営協議会設置要綱（平成17年要綱第143号）

(２) 石狩市地域密着型サービス運営委員会設置要綱（平成17年要綱第144号）

（経過措置）

３ この要綱の施行の際、現に前項の規定による廃止前の石狩市地域包括支援センター運営協

議会設置要綱第３条第１項及び石狩市地域密着型サービス運営委員会設置要綱第３条第１

項の規定により委嘱された委員である者は、この要綱の施行の日において第３条第１項に規

定する委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされ

る者の任期は、第３条第２項の規定にかかわらず平成30年３月31日までとする。

附 則（平成31年１月24日要綱第38号抄）

（施行期日）

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。
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石狩市介護保険事業運営推進協議会委員名簿

任期 令和３年４月１日から令和６年３月31日まで

役 職 氏 名 選 任 区 分 肩 書

委 員 長 丸山 正三 学識経験者 日本医療大学 准教授

副委員長 西本 真典 保健医療福祉関係者
社会福祉法人 石狩友

愛福祉会

委 員 立石 圭太 保健医療福祉関係者
一般社団法人 石狩医師

会

委 員 一條 紀善 保健医療福祉関係者
石狩市グループホーム

連絡会

委 員 木元 国友 保健医療福祉関係者
石狩市介護支援専門員

連絡会

委 員 平野 里実 保健医療福祉関係者 医療法人 喬成会

委 員 簗田 敏彦 保健医療福祉関係者
石狩市民生委員児童委

員連合協議会

委 員 三上 正一 地域団体の代表者
石狩市連合町内会連絡

協議会

委 員
中村 嘉光

（令和３年10月11日まで）
被保険者(一般公募)
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